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小
作
規
則
の
護
達
並
に
比
較
に
関
す
る
研
究
資
料

日

:j( 

は

が

き

一

、

維

新

前

後

の

制

令

二

、

地

主

問

の

協

定

書

一
一
一
、
小
作
人
巾
合
規
約

四

、

特

殊

の

小

作

契

約

書

五
、
農
業
慨
労
働
者
取
締
規
則

六

、

林

業

附

労

働

関

係

七

、

漁

業

努

働

関

係

し

は

し

が

き

地
主
と
小
作
人
と
の
聞
に
費
生
す
る
小
作
関
係
は
小
作
契
約

に
依
っ
て
結
ば
れ
る
の
を
普
通
と
す
る
の
で
あ
る
が
、
小
中
邦
各

地
に
於
け
る
大
地
主
は
、
そ
の
農
場
と
呼
ば
る
¥
と
否
と
を
問

小
作
規
則
の
都
政
蓮
並
に
比
絞
に
削
附
す
る
研
究
資
料

北本

巳

智

三た

は
や
、
屡
々
小
作
契
約
書
の
他
に
、
向
ほ
農
場
規
則
又
は
小
作

規
則
を
設
け
て
多
数
小
作
人
を
統
制
す
る
を
常
と
し
て
ゐ
る
。

と
の
現
象
は
特
に
北
海
道
に
著
し
い
の
で
あ
る
が
、
府
腕
並
に

朝
鮮
蓋
漕
等
に
も
見
ら
る
L
事
が
明
ら
か
と
な
っ
た
。
「
拙
稿

「
農
場
規
則
の
法
律
的
研
究
」
本
誌
第
二
持
、
及
び
「
東
北
地
方
に
於

け
る
小
作
取
締
制
度
」
本
法
第
三
韓
、
参
照
)

私
は
之
の
法
律
的
性
質
を
以
っ
て
、
宛
か
も
労
働
法
上
の
就

主
規
則
ハ
〉
号
島
問
。
三
ロ
ロ
ロ
m
h
出品
m
F
g巾
己
完
包
乙
門
司
吋
)
と
同

一
の
範
時
間
に
属
す
可
き
も
の
と
な
し
た
。
〈
同
説
、
末
弘
博
士
岩

波
法
持
仲
良
・
僻
典

E
、
「
小
作
法
」
の
攻
、
九
一
四
瓦
参
照
)

拾
に
収
め
た
も
の
は
、
右
の
小
作
規
則
(
今
後
と
の
名
栴
に

統
一
す
る
〉
の
起
源
並
に
護
謹
に
闘
す
る
研
究
資
料
を
蒐
め
た

も
の
で
あ
る
。
ご
一
の
例
外
を
除
き
、
凡
て
北
海
道
に
於
い
て

従
来
集
め
た
も
の

L
中
よ
り
主
要
な
も
の
L
み
を
撰
ん
だ
。
向

ほ
特
に
出
所
を
記
し
て
な
い
も
の
L

他
は
何
れ
も
私
が
直
接
蒐

四



小
作
規
則
の
抽
出
透
並
に
比
較
に
闘
す
る
研
究
資
料

集
し
た
も
の
で

b
る
。
之
に
就
い
て
種
々
御
室
力
を
賜
っ
た
各

出
場
、
圏
韓
共
他
の
方
々
に
御
蹄
乞
巾
上
げ
度
い
。

山
川
段
、
本
編
は
日
本
態
術
振
興
A
M
M

援
助
の
下
に
私
の
行
っ
て

ゐ
る
「
小
作
制
度
の
自
治
的
統
制
に
闘
す
る
研
究
」
の
一
資
料

で
あ
り
、
同
舎
に
釘
L
深
く
感
謝
の
意
乞
表
す
る
。

之
の
詳
細
な
解
説
は
後
日
に
譲
る
。
(
昭
和
十
二
年
二
月
〉

一
、
維
新
前
反
び
後
の
制
令

λ
箱
舘
表
新
規
相
建
可
申
高
札
の
案

休
明
光
詑
附
録

一
件
物
径
一

ヘ
新
選
北
海
前
史
第
五
谷
J

F

史
料
一
、
一

O
六
八
沢
¥

定

一
、
親
子
、
兄
局
、
夫
姉
を
始
め
諸
親
類
に
し
た
し
く
、
下
人

等
に
五
る
迄
凡
ん
を
あ
は
れ
む
べ
し
。
主
人
あ
る
輩
は
各
共
奉

公
に
精
を
出
す
べ
き
一
事
。

一
、
家
主
を
専
ら
に
し
、
榔
(
取
引
)
る
と
と
な
く
、
両
事
共
分

限
に
過
べ
か
ら
ざ
る
事
。

一
、
偽
を
な
し
、
又
は
無
担
を
い
ひ
、
惣
而
人
の
容
に
な
る
べ

き
事
を
な
す
べ
か
ら
ざ
る
事
。

一
、
博
突
の
類
一
切
禁
制
の
事
。

一
、
臨
時
口
論
を
恨
み
、
若
共
事
あ
る
時
艇
に
出
合
べ
か
ら
十

手
負
た
る
も
の
際
世
べ
か
ら
ざ
る
説
。

lιl 
匹I

一
、
鋭
砲
み
だ
り
に
打
べ
か
ら
や
、
五
泣
犯
の
者
あ
ら
ば
巾
出

ぺ
し
。
隠
置
、
他
川
よ
り
撤
る
L

に
於
て
は
共
非
霊
か
る
べ

一

f
i
f
b
J

。

J
2
F

、-
S
F
Z

一
、
盗
賊
思
誌
の
知
あ
ら
ば
巾
出
ぺ
し
、
な
度
御
ほ
う
び
可
被

ご

f
b

唱。

一一
g
J

一

一
、
死
非
に
行
は
る
L
者
有
時
、
馳
集
べ
か
ら
ざ
る
事
。

一
、
人
質
民
堅
停
止
す
。
但
男
女
の
下
人
、
或
は
永
年
季
玖
は

譜
代
に
召
置
事
は
相
到
に
任
中
べ
き
事
。

附
、
諮
代
の
下
人
、
又
は
共
所
に
従
来
の
託
、
他
印
聞
に
罷
越
、
妻

女
を
も
持
有
之
候
者
呼
一
返
す
べ
か
ら
ず
。
似
罪
科
あ
る
も
の
は

制
外
の
事
。

右
保
々
一
叫
レ
和
一
一
守
之
-
、
新
於
二
相
背
一
は
可
レ
被
レ
行
ニ
罪
科
一
者
也

正

徳

元

年

五

月

日

奉

行

日
比
ア
イ
ヌ
人
へ
の
申
渡

〈
三
航
蝦
夷
日
誌

初
谷
」

(
本
項
及
び
次
攻
は
高
倉
新
一
郎
氏
の
第
本
に
採
る
)

ク
ナ
シ
リ
ト
マ
リ
「
オ
ム
シ
ヤ
」
巾
渡

巾
政

一
、
御
制
札
ご
一
保
之
趣
可
相
守
事
。

一
、
公
儀
を
重
ん
じ
親
を
大
切
に
い
た
し
犬
糾
兄
弟
む
つ
ま
し

く
寓
事
正
路
可
致
事
。

一
、
喧
昨
日
論
陣
一
く
禁
止
嶋
中
中
能
い
た
し
恐
た
く
み
在
以
つ

く
の
ゐ
等
取
候
儀
決
而
致
問
敷
一
帯
。



一
、
年
頃
に
な
り
候
も
の
に
者
女
房
を
持
せ
可
巾
候
一
人
に
て

妻
を
二
人
宛
持
候
儀
致
問
敷
事
。

一
、
漁
業
交
易
之
儀
は
請
負
被
仰
付
候
特
北
ハ
仕
入
物
等
不
自
山

な
く
相
廻
し
候
事
ゆ
ゑ
勿
論
高
事
御
手
場
所
中
之
通
明
相
替

債
な
く
取
扱
候
事
に
付
請
負
人
共
手
に
付
一
同
出
精
相
働
永

久
繁
ハ
致
候
様
心
掛
可
申
事
。

↓
、
共
方
北
ハ
取
扱
向
共
外
都
而
之
儀
御
手
場
所
中
之
油
相
特
儀

は
無
之
依
得
共
寓
一
非
分
有
之
候
哉
又
者
難
心
得
事
も
伎
は

ど
詰
合
江
可
巾
上
事
。

一
、
御
役
人
営
地
へ
下
候
事
は
皆
夷
人
衣
食
之
抑
制
難
等
無
之
校

に
厚
き
以
御
趣
意
被
仰
付
候
依
厚
御
仁
基
之
程
忘
脚
不
致
難

有
可
存
候
依
而
は
末
々
之
夷
人
伝
人
孤
濁
之
も
の
と
も
に
亘

る
迄
難
儀
不
致
様
可
心
付
事
。

一
、
央
人
共
に
可
巾
出
島
帥
も
被
・
遺
世
候
事
故
葉
等
被
下
世
供

問
共
U
H
可
相
心
得
事
。

右
巾
渡
し
之
通
能
々
相
守
惣
夷
人
共
江
茂
筋
巾
聞
若
異
岡
航

等
見
得
候
節
は
命
百
所
よ
り
差
闘
を
諸
島
中
取
締
方
千
日
並
ハ
可
心

付
仮
事
。
惣
乙
名
北
ハ

(
十
勝
台
所
蝦
十
九
雑
書
〉

ヲ
ム
シ
ヤ
之
節
第
一
間
間
候
土
人
抗
害

一
、
公
儀
を
重
ん
じ
従
前
之
御
法
度
之
趣
堅
く
相
守
可
巾
事
。

c. 
同

首守

小
作
規
則
の
設
建
並
に
比
較
に
開
聞
す
る
研
究
資
料

一
、
日
之
丸
並
中
国
市
御
印
刷
立
候
御
附
宥
勿
論
覧
船
た
り
と
も

難
破
船
有
之
候
節
は
別
而
大
切
に
致
柳
之
口
問
た
り
と
も
隠
し

世
後
日
相
頼
る
に
於
て
は
念
度
答
可
巾
付
事
。

一
、
御
用
欣
楼
立
並
御
役
人
様
通
行
之
節
人
民
等
無
遅
滞
相
勤

f
l
z
c
 

-HH-H叶
茸

可

・

一
、
異
同
船
並
難
破
防
見
受
候
は
V
A

早
速
御
投
入
詰
A
口
江
相
肘

可
申
事
。

一
、
軽
物
之
依
は
年
々
出
増
候
枝
川
精
一
吋
致
事
。

一
、
火
之
一
冗
大
切
に
念
入
取
扱
可
巾
事
。

一
、
収
物
は
勿
論
諸
荷
物
一
品
た
り
と
も
附
子
共
外
へ
致
交
易

於
て
厳
重
答
可
巾
付
事
。

一
、
常
々
漁
業
致
し
実
刑
判
等
貯
置
無
差
支
椋
致
し
耕
作
等
は
迫

々
心
掛
可
巾
幕
。

一
、
親
子
兄
弟
夫
婦
を
始
親
類
共
陸
間
敷
設
す
儀
は
勿
論
都
て

土
人
共
中
能
く
致
し
男
女
年
頃
に
及
び
候
は
Y
役
土
人
共
世

話
致
し
縁
組
詩
致
可
巾
事
。

一
、
土
人
共
私
に
他
場
庖
江
市
多
り
候
儀
は
不
相
成
候
若
し
無
蟻

川
事
に
て
罷
越
候
節
は
詰
合
江
顧
問
差
闘
を
受
く
べ
き
幕
。

一
、
院
嘩
口
論
一
一
百
薬
を
エ
ミ
柳
に
で
も
特
ひ
ケ
間
敷
儀
致
問
敷

若
相
背
に
於
て
は
n
厳
重
答
可

-m付
事
。

一
、
台
所
支
配
人
番
人
等
に
五
る
迄
随
分
親
し
く
致
し
共
上
非

分
あ
ら
ば
平
々
可
中
出
事
。

一
四
五



小
作
規
則
の
波
注
並
に
比
較
に
闘
す
る
研
究
資
料

小
れ
之
地
巾
一
此
候
削
北
ハ
外
巾
渡
世
住
地
調
堅
く
可
相
山
H
d

も
の
也

且
移
民
取
絹
規
則
(
附
…
挺
併
一
紅
一
別
立
一
)

別
紙
規
則
-
一
駈
ヒ
貫
殻
ヲ
以
一
叶
翠
報
天
恩
勿
論
也
高
一
法
度
一
一

背
キ
舟
場
開
ヲ
怠
ル
草
ハ
北
パ
円
川
一
一
ヨ
リ
脳
利

-7巾
付
候
者
。

ハ
別
紙
)

1

1

 

MM山
町

片

一
、
農
業
ヲ
以
テ
自
産
相
立
候
慌
専
一
ノ
事
。

但
時
節
=
ヨ
リ
漁
業
ヲ
モ
可
相
器
事
。

一
、
五
家
ヲ
一
組
ト
致
シ
候
羽
。

但
組
巾
ハ
一
家
同
校
一
一
致
シ
古
凶
相
机
ニ
シ
怠
惰
ヲ
相
戒
メ

一
人
ア
ヤ
マ
チ
ア
レ
パ
組
中
ノ
可
詩
薄
皮
市
場
。

一
、
五
々
二
十
五
円
余
エ
一
長
ヲ
世
僻
事
。

制
一
村
長
ハ
諾
偶
諸
法
度
等
ヲ
共
組
合
へ
巾
問
セ
且
不
精
ノ
宥

ヲ
札
シ
慈
市
サ
ヲ
察
シ
届
世
可
致
快
事
。

一
、
村
長
ノ
上
ニ
惣
取
締
一
人
ヲ
置
候
事
。

担
取
締
杖
ハ
身
ヲ
以
衆
人
ニ
先
チ
法
度
ヲ
守
リ
開
拓
ノ
貰
殻

相
立
候
桟
注
意
専
一
之
一
品
。

一
、
来
未
年
ヨ
リ
一
一
一
ヶ
年
ノ
刷
一
人
前
玄
米
七
合
五
勺
ッ
、
一

ヶ
月
二
八
万
ッ
、
被
下
候
事
。

二
、
地
主
聞
の
協
定
書(
明
治
二
十
九
年
〉
(
清
水
元
太
郎
氏

蒐
集
)

人
北
海
道
岩
内
地
方

4
η
n
h
、

一P少
一
ノ

各
地
主
刷
ユ
於
一
ア
小
作
人
取
締
一
一
一
闘
ス
ル
規
定
世
間

一
、
首
岩
内
中
組
合
各
地
主
ハ
共
小
作
人
取
扱
上
ユ
就
キ
中
合

七
規
定
ヲ
締
結
ス
ル
コ
ト
主
ノ
加
シ

一
、
各
地
主
ハ
共
小
作
人
ユ
シ
テ
徳
義
ヲ
被
リ
組
合
一
一
般
ノ
風

併
之
容
セ
ザ
ル
様
常
=
住
'
古
ス
ベ
キ
ハ
勿
論
若
シ
悼
徳
ー
ノ
行

昂
ヲ
見
聞
セ
パ
地
主
-
一
於
テ
充
分
訓
戒
シ
改
怖
は
ノ
賀
ナ
キ
モ

ノ
ハ
庄
一
二
赴
去
ヲ
命
ズ
ベ
キ
事

一
、
小
作
人
=
シ
テ
甲
ノ
農
場
ニ
於
テ
退
去
ヲ
命
ゼ
ラ
レ
シ
モ

ノ
ユ
シ
一
ア
他
ノ
農
場
一
一
五
リ
小
作
ヲ
震
サ
ン
ト
ス
ル
モ
ノ
ア

ル
ト
キ
ハ
共
理
山
ヲ
取
札
シ
地
主
双
方
問
ユ
於
テ
協
議
ノ
上

小
作
人
ノ
行
詩
不
正

F
認
ム
ル
場
合
ハ
小
作
中
入
ヲ
担
組
ス

ベ
キ
事

一
、
小
作
人
中
塗
川
車
場
ス
ル
場
合
ハ
共
小
作
地
ハ
必
ラ
ズ
地
主

三
巡
削
シ
鍬
下
年
限
ノ
残
部
ヲ
包
ユ
他
ユ
譲
興
ス
ル
コ
ト
ア

詐
サ
ず
ル
事

但
小
作
人
ニ
シ
テ
自
己
ノ
貸
下
地
ヲ
付
テ
問
塑
ノ
間
退
場
ス

ル
ト
キ
ハ
地
主
ノ
承
諾
ヲ
絞
テ
一
世
興
ス
ル
ハ
本
文
ノ
限
リ
ニ

ア
ラ
ズ

二
日
間
/
小
作
人
=
シ
テ
二
ケ
所
以
上
ノ
小
作
ヲ
詩
サ
ン
ト

ス
ル
場
合
ア
ル
ト
キ
ハ
地
主
ハ
厳
一
一
担
絶
ス
ベ
キ
事

一
、
小
作
人
取
扱
上
或
ハ
不
正
ノ
行
待
ア
ル
ト
キ
ハ
協
議
ノ
主

該
地
主
一
一
一
割
台
シ
疋
常
ノ
取
扱
ヲ
時
サ
シ
ム
ル
様
相
互
一
ニ
文



菩
ノ
道
ヲ
退
ス
ベ
キ
一
品

右
規
定
ヲ
格
守
ス
ル
ヲ
一
昨
日
ヒ
地
主
連
者
各
本
読
書
笠
通
宛
領
封

ス
ル
モ
ノ
也

明
治
二
十
九
年
一
月

地

七刺

久

治

名
(
略
)

タト JII 

13. 

北
海
道
上
川
地
方
〈
明
治
二
十
九
年
)

上
川
農
場
組
合
合
規
約

本
合
ヲ
上
川
農
場
組
合
合
ト
栴
シ
上
川
郡
旭
川
村
-
一

第
一
保
置
ク

第
二
僚
本
合
ハ
上
川
郡
内
エ
於
ケ
ル
農
場
経
替
者
五
一
一
相
集

合
シ
農
場
経
営
上
=
闘
シ
諸
般
ノ
協
議
ア
潟
シ
可
成
的
共
通

ノ
利
益
ヲ
闘
ル
ヲ
以
テ
目
的
ト
ス

但
シ
農
場
ノ
権
利
-
一
閥
シ
テ
ハ
組
合
ヲ
代
表
シ
テ
他
-
一
交
渉

ス
ル
コ
ト
ア
ル
ベ
シ

第
三
僚
合
員
ヲ
分
チ
テ

E
命
日
員
賛
助
合
員
ト
シ
正
合
員
ハ
上

川
郡
内
ニ
於
テ
土
地
十
五
万
坪
以
上
ノ
貸
下
ヲ
受
ケ
ク
ル
モ

ノ
、
又
ハ
同
地
積
所
有
地
監
督
者
ヲ
以
テ
シ
、
賛
助
合
員
ハ

特
ニ
本
合
ノ
目
的
ヲ
賛
助
ス
ル
者
ヨ
リ
成
ル

第
四
位
陣
合
員
ハ
各
自
研
究
ス
ベ
キ
議
題
ヲ
提
出
ス
ル
ノ
樺
利

ヲ
有
ス

第
五
保
本
合
ニ
一
於
イ
テ
議
決
シ
グ
ル
事
項
一
一
シ
テ
紹
介
者
共

小
作
規
則
の
抽
出
逢
並
に
比
較
に
闘
す
る
研
究
資
料

通
ノ
利
益
一
一
闘
ス
ル
モ
ノ
ハ
合
員
正
一
一
一
政
行
ス
ル
義
務
ア
ル

モ
ノ
ト
ス
(
下
略
)

第
十
三
保
木
合
員
二
シ
テ
組
合
梓
ノ
利
益
ヲ
妨
ゲ
舵
リ
ュ
本

合
議
決
ノ
版
行
ヲ
杭
ム
者
ハ
正
命
日
目
許
議
ノ
上
赴
合
セ
シ
ム

ル
コ
ト
ア
ル
ベ
シ

第
十
同
僚
本
合
規
約
ノ
訂
五
加
除
ヲ
要
ス
ル
ト
キ
ハ
総
合
ノ

決
議
ヲ
経
テ
之
ヲ
定
ム
ル
モ
ノ
ト
ス

以

一
、
小
作
人
申
合
規
約

A. 

O 

農

場

O 

(
青
森
山
腕
三
本
木
町
)

市
中

H

H

吋

口

品

ハ

リ

r
f
n
H

土
h

口

。

市

一
、
首
組
仲
間
中
ハ
縞
盗
賊
開
等
ノ
一
部
事
ヲ
禁
シ
場
長
ノ
命
-
一

従
ヒ
専
ラ
家
業
一
一
精
出
ス
コ
ト

一
、
若
シ
縞
盗
賭
博
等
ノ
惑
事
ヲ
ナ
シ
グ
ル
者
ハ
罪
ノ
決
定
シ

ク
ル
時
ヨ
リ
一
ヶ
月
以
内
ニ
於
一
ア
罰
金
五
同
ヲ
仲
間
中
=
納

ム
ル
コ
ト

但
シ
十
五
歳
未
満
ノ
モ
ノ
ハ
多
少
附
附
ス
ル
コ
ト
ア
ル
へ

シ

右
ノ
保
々
ハ
間
ク
相
午
ル
可
ク
仲
間
一
一
川
拾
-
一
拝
ヒ
テ
調
印
シ

同
書
二
週
ヲ
作
リ
一
一
迎
ハ
場
長
一
一
一
通
ハ
仲
間
総
代
一
一
定
入
レ

置
ク
モ
ノ
ナ
リ

一
同
七



小
作
規
則
の
後
述
並
一
に
比
較
に
開
削
す
る
研
究
資
料

m 

向

武

。

A

M

H

(

川
農
場
)

本
合
ハ
大
正
六
年
七
月
ノ
設
立
一
一
シ
テ
常
移
民
ノ
全
部
ヲ
合
員

ク
ラ
シ
メ
和
哀
協
力
シ
テ
以
テ
入
替
並
一
二
川
征
軍
人
ノ
慰
問
苛

助
ニ
勉
メ
民
-
一
共
後
胤
ノ
一
袋
ヲ
除
キ
一
意
奉
公
ノ
大
任
ヲ
会
フ

セ
シ
ム
ル
ヲ
以
テ
目
的
ト
ス
合
則
光
ノ
如
シ

人

間

則

第
一
一
保
本
A
M
H

ハ
向
武
合
ト
稲
ス

第
二
保
本
人
材
口
ハ
入
皆
、
問
征
軍
人
及
共
家
族
ヲ
慰
問
判
官
肋
シ

入
営
者
ヲ
シ
テ
後
刷
ノ
目
安
ヲ
ナ
カ
ラ
シ
ム
ル
ヲ
以
テ
目
的
ト

シ
主
ノ
事
項
ヲ
執
行
ス

一
、
入
管
中
ハ
川
季
之
レ
ヲ
慰
問
激
勘
シ
共
家
校
一
一
釘
シ
テ

ハ
農
繁
期
一
一
於
一
ア
手
停
ヲ
行
フ
コ
ト

手
停
ニ
ツ
イ
テ
ハ
各
国
一
一
於
テ
協
議
ノ
上
決
定
ス
ル
コ
ト

二
、
入
替
除
除
=
際
シ
テ
ハ
柏
市
ノ
金
員
ヲ
貯
ル
コ
ト

附
、
戦
時
ノ
際
ハ
別
ニ
協
議
ノ
上
決
定
ス
ル
コ
ト

第
三
僚
本
合
ハ
事
務
所
ヲ

O
O農
相
場
事
務
所
内
=
置
ク

第
阿
保
本
合
員
ハ

O
O農
場
移
民
エ
限
リ
一
戸
一
名
必
ズ
本

合
員
タ
ル
ノ
義
務
ヲ
有
ス

第
五
依
本
命
日
ハ
便
立
上
主
ノ
六
区
=
分
ツ

(
省
略
)

第
六
保
本
合
一
一

-E
ノ
役
員
ヲ
世
ク

入
門
長
十
一
品
名

一
間
八

理

事

公

名

$

ヤ

付

汁

.

、

P
1

4
内

M
寸

百

可

』

/

〈

d
l

一
、
合
長
ニ
ハ

O
O農
場
長
ヲ
推
戴
ス

一
、
理
事
ハ
合
長
ノ
指
名
ト
ス

一
、
幹
事
ハ
合
員
ノ
選
皐
ト
ス

但
シ
各
直
一
名
宛
ト
ス

第
七
保
本
合
役
員
ノ
職
責
主
ノ
如
シ

一
、
合
長
ハ
合
務
ヲ
総
理
シ
本
合
ヲ
代
表
ス

一
、
理
事
ハ
合
長
ヲ
補
佐
シ
合
長
事
故
ア
ル
ト
キ
ハ
之
レ
ヲ

代
理
ス

一
、
幹
事
ハ
合
長
ノ
命
ヲ
交
ケ
業
務
ヲ
執
行
ス

第
八
保
理
事
及
幹
事
ノ
住
期
ハ
各
三
ヶ
年
ト
ス

役
員
-
一
欠
員
ヲ
生
ジ
グ
ル
ト
キ
ハ
組
合
一
一
於
テ
補
欠
ス
而
シ

テ
共
任
期
ハ
前
任
者
ノ
任
期
ヲ
機
承
ス

第
九
僚
組
合
ハ
合
長
ノ
意
見
ニ
依
リ
随
時
之
レ
ヲ
間
ク

組
合
ユ
於
テ
ハ
合
則
ノ
ザ
一
更
北
べ
他
市
一
一
大
ナ
ル
事
項
ヲ
議
定
シ

通
常
ノ
問
題
ハ
役
員
合
一
一
一
於
テ
ナ
ス

第
十
保
本
合
員
グ
ル
モ
ノ
ハ
充
メ
事
項
ヲ
宜
行
ス
ヘ
シ

一
、
忠
賞
ユ
業
務
ニ
服
ス
ル
コ
ト

一
、
臨
儀
ヲ
正
シ
ク
ス
ル
コ
ト

一
、
嘘
言
ヲ
一
五
ハ
ス
一
度
約
束
シ
ク
ル
コ
ト
ヲ
必
ス
賀
行
ス

ル
コ
ト



一
、
手
体
ヲ
受
ケ
タ
ル
際
饗
肱
セ
サ
ル
コ
ト

一
、
入
皆
除
隊
=
際
シ
一
ア
ハ
酒
宴
ヲ
設
ケ
サ
ル
コ
ト

但
シ
御
神
酒
ト
シ
テ
笠
升
以
内
ヲ
許
ス

一
、
除
隊
ニ
際
シ
テ
ハ
土
産
ヲ
持
チ
師
ラ
サ
ル
コ
ト

一
、
入
管
除
隊
ニ
際
シ
テ
ハ
単
ニ
挨
拶
ニ
官
メ
見
詰
リ
出
迎

ヲ
ナ
サ
、
ル
コ
ト

第
十
一
一
傑
本
合
員
ハ
一
ヶ
月
金
五
銭
宛
合
費
ト
シ
テ
九
月
及

十
一
月
末
ノ
二
期
=
幹
事
一
一
居
間
へ
シ
幹
事
ハ
全
部
集
金
ノ

上
合
長
-
一
日
間
ヅ
ル
ヲ
姿
ス

第
十
二
僚
命
目
安
ハ
役
員
命
日
ノ
決
議
ヲ
絞
テ
随
時
使
用
ス
ル
コ

ト
ヲ
得

而
シ
テ
合
費
一
百
闘
ユ
建
セ
ハ
之
ヲ
基
本
金
ト
シ
テ
利
殖
ヲ

行
ヒ
合
究
ヲ
免
除
ス

第
十
コ
一
保
本
命
日
比
エ
シ
テ
第
十
僚
、
第
十
一
一
保
一
一
法
反
シ
タ

ル
ト
キ
ハ
一
間
分
ノ
合
究
ヲ
泣
牧
ス
而
シ
テ
其
度
ヲ
草
ヌ
ル

一
一
従
ヒ
之
ヲ
倍
加
ス

E

0

0
殖

民

社

(
石
狩
凶
持
戸
郡
)

移
住
民
巾
合
規
則

第
一
保
同
法
官
命
ヲ
遵
奉
シ
有
モ
貴
枇
ノ
御
指
揮
-
一
背
民
セ

サ

ル

ポ

-

A

'

↑
 

第
二
保
凡
市
ヲ
危
ス
ニ
ハ
忍
棋
伺
セ
サ
ル
ト
勤
勉
俗
マ
ザ
ル

ト
ニ
ア
リ
テ
成
就
ス
ル
モ
ノ
ナ
レ
ハ
須
ク
寸
陰
ヲ
惜
ミ
刻
背

小
作
規
則
の
部
況
を
並
に
比
較
に
闘
す
る
研
究
資
料

川
町
働
シ
以
テ
各
自
ノ
日
的
ヲ
述
ス
ル
杭
心
掛
ク
ヘ
キ
一
山
市

第
三
一
俊
一
今
生
日
義
ヲ
京
ン
シ
一
家
親
陀
隣
耐
2

鰐
ク
鞠
カ
航

民
ノ
両
日
ヲ
汚
サ
ス
後
来
殖
民
ノ
模
範
ト
ナ
ル
ヘ
キ
校
心
掛

ク
ル
事

第
間
保
冠
婚
葬
祭
ハ
人
倫
最
モ
古
川
ユ
ス
ヘ
キ
純
儀
-
一
付
親
族

隣
耐
ハ
勿
論
村
巾
五
一
二
代
来
シ
テ
之
ヲ
耐
シ
亦
ハ
命
円
葬
等
ス

ベ
シ
ト
雄
モ
之
レ
カ
括
メ
親
日
閣
ノ
外
合
食
ス
ヘ
カ
ラ
サ
ル
市
什

第
五
依
専
ラ
節
倹
ヲ
日
ト
シ
仮
令
粒
阿
ノ
金
設
ト
雌
モ
刷
版
リ

一
一
消
費
セ
ザ
ル
様
心
掛
ク
ヘ
キ
事

第
六
依
年
ノ
盟
凶
事
業
ノ
難
易
ヲ
以
テ
移
住
渡
航
ノ
栄
ぷ
ヲ

易
ユ
ル
ヘ
カ
ラ
サ
ル
ー

第
七
依
貴
枇
ノ
負
依
ヲ
先
制
ス
ル
モ
向
ホ
天
災
凶
荒
共
他
非

常
ノ
費
ナ
キ
事
保
グ
ス
故
ニ
各
自
牧
穫
物
資
却
代
金
ノ
幾
分

ヲ
貴
枇
ノ
御
指
揮
ヲ
受
ケ
北
品
川
積
ス
ル
事

第
八
僚
叩
持
続
金
ハ
貴
枇
ノ
御
指
抑
一
一
伏
リ
官
出
或
ハ
銀
行
合

枇
等
二
世
ケ
置
キ
白
悦
一
一
引
山
川
シ
支
梯
ヘ
ハ
致
サ
ス
一
火
災
凶

荒
疾
病
共
他
不
作
止
場
合
一
三
於
テ
必
川
け
川
ヲ
排
ス
ル
ノ
資
一
一

充
一
ア
ル
事

但
シ
預
ケ
金
ヲ
引
出
ス
ハ
貴
枇
ノ
御
指
邦
ヲ
受
ク
ル
モ
ノ

ト
ス

第
九
依
疾
病
共
他
不
作
止
事
故
ア
リ
テ
利
正
ニ
民
業
時
季
ヲ

比
八
ス
ル
場
合
一
一
ハ
可
成
助
部
一
共
救
一
吋
致
桟
心
掛
ク
ル
本

一
円
九



小
作
創
則
の
護
法
並
に
北
絞
に
闘
す
る
研
究
資
料

第
十
依
光
ノ
事
項
ハ
怠
ナ
ク
勤
ム
ヘ
キ
事

一
、
毎
朝
一
川
伸
組
先
ヲ
拝
臨
ス
ル
一
部

一
、
貴
人
ハ
勿
論
開
墾
地
へ
川
向
キ
ュ
来
ル
入
ニ
ハ
必
ズ
相

官
ノ
敬
臨
可
致
事

一
、
長
場
或
ハ
往
来
ニ
テ
モ
村
中
ノ
人
亦
ハ
近
村
見
知
リ
ノ

人
ヘ
ハ
出
合
ノ
節
必
ス
獣
臨
致
ス
可
キ
事

第
十
一
俸
調
レ
ナ
ク
休
業
シ
若
ク
ハ
他
人
ヲ
教
唆
シ
テ
休
業

ス
ヘ
カ
ラ
サ
ル
事

第
十
二
僚
限
前
ノ
利
ニ
惑
ヒ
山
民
主
ヲ
怠
リ
漁
業
日
傭
稼
等
一
一

ハ
決
シ
テ
他
川
ス
ヘ
カ
ラ
サ
ル
事

第
十
三
保
食
事
ハ
必
ス
米
ト
雑
穀
ヲ
等
分
シ
テ
常
食
ト
ナ
ス

可
キ
事

第
十
四
僚
衣
類
ハ
綿
布
ヲ
常
ト
シ
桁
類
ヲ
用
ユ
ヘ
カ
ラ
サ
ル

ハ
勿
論
比
一
一
細
ノ
物
グ
リ
ト
モ
狼
リ
=
新
調
致
ス
問
敷
世
帯

第
十
五
位
陣
家
屋
及
農
共
等
損
所
ア
ル
ト
キ
ハ
常
=
一
修
結
ヲ
怠

ラ
ズ
大
破
ェ
五
ラ
サ
ル
様
心
掛
ク
可
ク
且
ツ
農
業
ノ
都
合
亦

ハ
家
内
組
ノ
模
様
-
一
依
リ
建
増
シ
付
庇
シ
等
ヲ
ナ
ス
時
ハ
本

一
世
ノ
指
揮
ヲ
乞
フ
可
キ
事

第
十
六
俊
道
路
排
水
川
欠
等
修
榎
ノ
日
限
=
ハ
貴
枇
御
指
揮

一
一
随
ヒ
出
役
致
ス
ヘ
キ
事

第
十
七
保
鶴
子
ノ
断
、
方
農
業
経
換
等
ハ
貴
枇
ノ
御
指
揮
-
一
随

ヒ
可
申
事

Tr. 
O 

第
十
八
僚
主
ノ
事
項
ヲ
五
-
一
禁
ス
ル
事

一
、
コ
一
大
節
附
村
印
刷
日
ト
雌
モ
大
消
ス
ル
事

一
、
金
銭
貸
借
ス
ル
事

一
、
日
中
飲
酒
ス
ル
事

一
、
雑
談
遊
戯
ノ
箆
メ
集
合
ス
ル
事

一
、
農
業
時
間
中
必
要
ナ
ク
シ
テ
他
家
へ
住
楽
ス
ル
事

一
、
午
後
十
一
時
過
キ
他
家
へ
出
入
ス
ル
事

一
、
副
日
家
祭
-
一
非
ス
シ
一
ア
他
家
-
一
食
ス
ル
事

第
十
九
保
雪
中
就
業
ハ
貴
枇
ノ
御
指
揮
ヲ
受
ケ
各
自
勉
加
致

ス
ヘ
キ
事

第
二
十
係
前
保
々
ノ
規
則
三
込
背
ス
ル
事
一
回
二
回
又
ハ
敢

回
=
及
フ
モ
ノ
旦
ツ
所
業
ノ
軽
章
二
囚
リ
共
迫
約
ノ
償
ト
シ

テ
一
日
以
上
十
円
以
内
ノ
日
数
ヲ
限
リ
貴
枇
ノ
命
令
一
一
随
ヒ

公
共
ノ
普
請
又
ハ
道
路
掃
除
等
ノ
夫
役
一
一
従
事
ス
ル
事

右
之
規
約
誓
テ
相
守
可
巾
依
一
一
川
述
持
仕
候
也

明

治

三

十

年

月

日

移
性
氏
巧
d

rnt 
↓り，dq
s
 

O

農

小
作
人
巾
合
誓
約
丹

吾
等
ハ
本
農
場
ノ
護
連
ヲ
附
リ
各
自
信
義
ヲ
草
シ
相
挟
ケ
相
救

c. 

O 

場

(
石
狩
凶
旭
川
地
方
)

.、1
J

寸
ベ
パ
仁
L

b
t
a、
門
川
川

V

寸
オ
ド
L
1



ヒ
協
和
親
睦
ヲ
旨
ト
シ
一
致
国
結
シ
専
心
農
業
ヲ
位
ミ
且
改
存

方
法
ヲ
考
究
シ
場
主
小
作
人
共
柴
ノ
詮
ヲ
誹
ス
ル
ヲ
以
テ
本
側

ト
シ
之
レ
カ
賀
行
ヲ
期
ス
ル
事

一
、
場
主
ト
ノ
約
束
ヲ
遵
守
シ
義
務
ヲ
完
全
一
一
履
行
ス
ル
事

二
、
役
付
合
叉
ハ
組
合
ユ
於
一
ア
ノ
決
定
事
項
ハ
必
ス
履
行
ス

ル
事

三
、
役
付
ノ
職
務
上
ι
闘
ス
ル
指
示
ハ
直
二
良
行
ス
ル
事

但
シ
私
事
ヲ
以
テ
担
ハ
マ
サ
ル
事

問
、
各
自
ノ
売
出
米
ハ
乾
燥
調
製
-
一
最
善
ノ
努
力
ヲ
謹
シ
共

ノ
優
良
米
ヲ
以
テ
毎
年
小
作
米
一
一
充
営
ス
ル
事

但
シ
故
意
-
一
一
俊
良
米
ト
セ
サ
ル
場
合
或
ハ
優
良
米
ヲ
納
付

セ
サ
ル
時
ハ
共
ノ
責
任
ハ
本
人
並
=
共
ノ
組
内
ニ
於
テ
責

ヲ
負
ヒ
之
レ
ガ
底
分
方
法
ハ
役
付
合
ノ
決
定
一
一
依
ル
事

五
、
農
場
管
理
者
並
ニ
役
付
ノ
承
認
ヲ
符
ス
シ
テ
各
自
ノ
生

定
ス
ル
農
産
物
ヲ
賓
却
シ
或
ハ
米
検
口
問
-
一
一
ア
密
資
シ
グ
ル

時
ハ
誠
意
ナ
キ
モ
ノ
ト
認
メ
之
レ
カ
過
怠
料
ト
シ
テ
其
ノ

額
ノ
二
倍
ヲ
徴
牧
シ
且
ツ
本
人
並
ニ
其
紺
ハ
農
場
管
理
者

及
役
付
合
ニ
於
テ
決
定
セ
ラ
レ
ク
ル
底
分
ヲ
受
ク
ル
モ
ノ

ト
ス

六
、
惣
テ
ノ
決
定
事
項
一
一
割
シ
テ
ハ
直
ニ
履
行
シ
結
封
一
一
具

議
ヲ
巾
立
ツ
ル
ヲ
得
サ
ル
事

七
、
過
怠
料
ハ
名
替
相
談
役
ニ
保
管
ヲ
托
シ
之
レ
カ
費
詮
一
一

小
作
現
則
の
後
建
並
に
比
較
に
闘
す
る
研
究
委
料

付
テ
ハ
役
付
命
日
ノ
決
定
-
一
依
ル
事

八
、
本
誓
約
-
一
連
背
者
ア
リ
ク
ル
時
ハ
共
組
ノ
立
任
ノ
ミ
ナ

ラ
ス
各
組
即
チ
本
出
場
小
作
人
一
同
ノ
立
住
グ
ル
事

右
誓
約
シ
数
一
二
芥
名
捺
印
ス

大

正

年

月

日

0
0農
場
第

本

人

0
0良
場
第

連
帯
保
詩
人

0
0農
場
第

連
帯
保
詩
人

同
農
場
小
作
契
約
帯

車日

Ú'I~ 

相.

⑩ 

京区

aiD 

(
附
)

⑩
l
i
l
l
-
-

一
参
銭
牧
入
一
紙

⑮

設

円

μ
F
ド

今
般
御
農
場
小
作
人
ト
シ
テ
入
場
御
許
可
ヲ
作
御
農
場
北
線

競

呑

地

ヲ

小

作

料

大

正

年

度

ヨ

リ

大

正

年

度

迄

拐

置

毎

年

月

日

限

ワ

俊

良

米

依

ヲ

上

納

可

仕

、

、

、

、

、

、

コ
ト
ヲ
以
テ
御
貸
付
ヲ
符
候
一
一
付
テ
ハ
御
農
場
規
定
小
作
誰
升

各
保
項
ハ
勿
論
共
他
時
々
ノ
御
指
揮
御
命
令
ハ
遵
守
可
仕
叉
小

、
、
、
、
、
、

作
人
巾
合
誓
約
ヲ
モ
堅
守
仕
リ
決
シ
テ
迷
背
不
仕
候
抑
制
世
年
限

後
ノ
小
作
料
御
竣
史
ノ
依
=
付
テ
モ
御
茶
定
ノ
逝
リ
ニ
・
無
異
議

::tI 



小
作
規
則
の
後
逮
並
に
比
較
に
闘
す
る
研
究
資
料

承
諾
可
仕
候
前
記
事
項
出
一
迷
反
候
節
ハ
如
何
ナ
ル
御
底
世
相

成
候
共
共
期
ユ
至
リ
柳
モ
背
情
等
巾
間
数
候
的
テ
筑
後
日
保
設

人
連
帯
責
任
ヲ
以
テ
本
詮
差
入
巾
候
也

附
記
小
作
詮
書
改
定
ノ
依
承
諾
仕
候
也

大

正

年

月

日

本

人

連
帯
保
詩
人

連
帯
保
詮
人

伍

長

刊日
H

山
え

・
4
n
-
r
'
4
a

"炎

をII)⑩@)⑩⑮

0
0農
場
管
理
人

股

(
北
海
道
)

日
仏

O
O大
畢
附
属
農
場

借
地
人
巾
合
規
約

第
一
一
保
附
嵐
山
場
杭
地
人
ハ
此
巾
合
規
約
ニ
加
入

シ
且
ツ
遵
守
ス
ル
ノ
義
務
ア
ル
モ
ノ
ト
ス

第
二
依
附
属
民
場
借
地
人
ハ
光
ノ
事
一
項
ヲ
遵
守
シ

テ
他
ノ
松
純
ト
ナ
ル
ヲ
期
ス
ル
モ
ノ
ト
ス

一
、
徳
義
ヲ
草
ジ
口
問
行
方
正
ナ
ル
ベ
キ
ゴ
ト

二
、
業
務
ヲ
蹴
ミ
質
素
伶
約
ヲ
廿
ト
ス
ル
コ
ト

三
、
協
同
一
致

γ
一
ュ
誠
賓
ヲ
輩
ス
コ
ト

問
、
小
作
料
及
公
訴
金
ハ
必
ズ
期
日
内
ユ
納
付
ス
ル
ゴ
ト

五ー

五
、
集
合
共
他
時
間
ヲ
定
メ
也
台
ヲ
受
ケ
グ
ル
ト
キ
ハ
必
ズ

厳
守
ス
ル
コ
ト
若
シ
事
故
ア
リ
テ
遅
刻
叉
ハ
快
肱
ス
ル
時

ハ
時
間
前
=
屈
出
ヅ
ル
コ
ト

六
、
生
産
教
育
衛
生
土
木
等
ノ
事
業
ハ
下
一
一
定
ム
ル
各
保
項

-
一
従
ヒ
厳
守
ス
ル
コ
ト

七
、
就
墜
趨
齢
ノ
子
弟
ハ
必
ズ
上
校
セ
シ
ム
ル
コ
ト

八
、
疾
病
ニ
擢
リ
グ
ル
時
ハ
皆
同
ノ
珍
断
ヲ
一
党
ケ
療
養
ヲ
怠

ラ
ザ
ル
コ
ト

九
、
衣
食
住
ハ
常
一
二
市
潔
ヲ
草
ン
ズ
ル
コ
ト

第
三
僚
本
規
約
巾
合
人
ニ
シ
テ
博
史
、
窃
盤
、
共
他
法
律
、

規
則
ヱ
逼
反
シ
グ
ル
行
震
ア
ル
時
ハ
貸
下
地
ヲ
返
納
シ
出
場

ヲ
退
去
ス
ル
ノ
義
務
ア
ル
モ
ノ
ト
ス

第
阿
保
第
三
僚
ノ
義
務
ヲ
履
行
セ
ザ
ル
モ
ノ
ア
ル
ト
キ
ハ
本

規
約
ヨ
り
除
名
シ
一
切
交
際
ヲ
断
ツ
モ
ノ
ト
ス

第
五
僚
本
規
約
巾
合
人
ニ
シ
テ
第
同
僚
ノ
除
名
考
三
父
際
シ

タ
ル
者
ア
ル
ト
キ
ハ
第
三
一
俊
ノ
義
務
ヲ
履
行
セ
シ
ム
ル
モ
ノ

ト
ス

第
六
僚
本
規
約
申
合
医
域
ハ
一
出
場
ヲ
若
干
院
ニ
分
チ
各
医

=
組
長
ヲ
置
ク
組
長
ハ
名
響
職
ト
ス
共
任
期
ハ
満
二
ヶ
年
ト

ス

第
七
侠
組
長
ハ
各
区
域
内
ノ
巾
合
人
一
ニ
P
、
テ
正
法
シ
若
午
及

監
拡
目
ヲ
経
テ
ハ
者
守
及
監
督
ナ
キ
出
場
ハ
山
場
長
ヲ
粧
一
ア
)



組
長
一
一
一
回
出
ル
モ
ノ
ト
ス

第
八
僚
組
長
ノ
扶

H
ア
リ
グ
ル
時
ハ
柿
級
選
奉
ヲ
行
ヒ

組
長
ニ
一

Mmル
者
ト
ス
但
柿
扶
員
ノ
任
期
ハ
前
任
宥
ノ

残
任
期
間
ト
ス

第

九

僚

組

長

ハ

共

他

諸

官

蝉

ノ

令

建

ヲ

速

ニ

組

内

-
一
配
付
又
ハ
通
知
ス
ル
モ
ノ
ト
ス

第
十
僚
本
規
約
巾
ム
口
人
若
ク
ハ
共
家
族
中
満
六
歳
以
上
ノ
者

死
亡
シ
タ
ル
ト
キ
ハ
共
直
域
内
ノ
巾
合
人
ハ
各
戸
金
拾
銭
ヲ

醸
出
シ
弔
意
ヲ
表
ス
ル
モ
ノ
ト
ス
但
親
戚
故
宮
又
ハ
近
隣
ノ

者
若
ク
ハ
有
志
者
-
一
シ
テ
金
拾
銭
以
上
醸
出
ス
ル
ハ
妨
ナ
シ

第
十
一
一
保
葬
儀
ノ
準
備
及
担
葬
等
ハ
親
戚
若
ク
ハ
近
隣
ノ
者

一
一
於
テ
周
旋
ヲ
ナ
ス
モ
ノ
ト
ス

第
十
二
僚
本
規
約
巾
合
軍
域
内
ノ
者
ハ
必
ズ
命
日
葬
ス
ル
モ
ノ

ト
ス
但
シ
合
葬
者
一
一
ハ
飲
食
物
ヲ
饗
セ
ザ
ル
モ
ノ
ト
ス

第
十
三
保
火
災
=
揺
リ
タ
ル
モ
ノ
ア
ル
時
ハ
共
院
域
内
ノ
巾

合
人
ハ
艇
災
ノ
純
度
一
三
依
リ
金
品
開
刀
力
ヲ
以
テ
五
-
一
相
救
助

ス
ル
モ
ノ
ト
ス

第
十
同
僚
出
征
叉
ハ
病
気
ノ
震
メ
出
家
計
上
困
難
ノ
者
ア
ル
時

ハ
共
直
域
内
ノ
巾
ム
口
人
ハ
趨
立
ノ
方
法
ヲ
設
ケ
救
助
ス
ル
モ

ノ
ト
ス

第
十
五
侠
既
設
ノ
道
路
、
排
水
、
橋
梁
及
流
木
ノ
除
去
年
ハ

毎
年
二
同
(
七
月
、
九
月
〉
各
自
ノ
分
捨
医
域
ヲ
定
メ
諜
メ

小
作
規
則
の
後
遺
並
に
比
較
に
闘
す
る
研
究
資
料

看
守
ニ
田
市
手
入
ヲ
ナ
ス
モ
ノ
ト
ス
但
シ
臨
時
破
担
ノ
場
合

=
ハ
組
長
ノ
通
告
一
一
肱
ジ
各
白
川
勤
修
叫
ヲ
ナ
ス
モ
ノ
ト
ス

第
十
六
僚
出
水
、
山
火
共
他
ノ
事
経
エ
際
シ
若
守
ヨ
リ
招
集

セ
ラ
レ
ク
ル
時
ハ
速
一
二
北
九
招
集
ニ
肱
ジ
指
揮
ヲ
受
ク
ル
モ
ノ

ト
ス

第
十
七
保
問
水
ノ
際
道
路
、
橋
梁
及
各
自
ノ
肘
家
等
=
危
険

ア
ル
ト
キ
ハ
看
守
ノ
招
集
ヲ
待
グ
ズ
各
自
山
勘
シ
テ
防
禦
-
一

従
事
ス
ル
モ
ノ
ト
ス

第
十
八
保
山
火
ハ
常
ニ
各
自
注
意
シ
テ
曾
戒
ヲ
加
フ
ル
ハ
勿

論
若
シ
山
火
ノ
起
リ
グ
ル
時
ハ
宥
守
ノ
招
集
ヲ
作
タ
ズ
各
自

出
動
シ
テ
消
防
一
一
従
事
ス
ル
モ
ノ
ト
ス

第
十
九
依
第
十
六
僚
、
第
十
七
侠
j
場
合
-
一
於
テ
ハ
被
害
ナ
-

キ
百
域
ノ
借
地
人
ハ
被
害
阿
ノ
肱
援
ヲ
ナ
ス
モ
ノ
ト
ス

第
二
十
保
第
十
阿
保
ノ
義
務
ヲ
怠
リ
タ
ル
守
ア
ル
時
ハ
組
長

一
一
於
テ
埴
立
庖
迎
シ
介
捨
人
ヨ
リ
北
安
川
ヲ
徴
収
ス
ル
モ
ノ

ト
ス

第
二
十
一
一
保
前
依
費
川
ノ
椴
牧
ニ
肱
ゼ
ザ
ル
モ
ノ
ア
ル
ト
キ

ハ
組
長
ヨ
リ
者
守
-
一
巾
小
口
シ
指
抑
ヲ
交
ク
ル
モ
ノ
ト
ス

第
二
十
二
僚
病
最
中
背
殻
生
ノ
場
合
ニ
ハ
宥
午
一
一
巾
小
H

シ
指
柿

ヲ
RV
〈
ク
ル
モ
ノ
ト
ス

第
二
十
三
一
後
姿
類
及
黍
等
ノ
黒
松
抽
出
防
法
及
委
知
ハ
瑞
…
ボ
ダ
ヲ

除
ク
)
ノ
照
次
選
ヲ
何
年
託
行
ス
ル
モ
ノ
ト
ス

'ft: 



小
作
規
則
の
波
注
放
に
比
較
に
闘
す
る
研
究
資
料

第
二
十
川
保
容
話
/
橡
防
策
ト
シ
テ
毎
年
可
及
的
秋
緋
ヲ
ナ

ス
モ
ノ
ト
ス

第
二
十
五
線
作
物
ノ
良
和
ヲ
選
搾
一
定
シ
輪
作
法
-
{
依
リ
耕

作
ス
ル
モ
ノ
ト
ス

第
二
十
六
依
牧
能
減
少
ノ
被
ア
ル
土
地
旦
ハ
必
ヌ
肥
料
ヲ
施

シ
作
物
ノ
増
牧
ヲ
計
ル
モ
ノ
ト
ス

第
二
十
七
依
貯
者
ノ
方
法
ヲ
ハ
ル
メ
各
戸
相
官
ノ
，
貯
金
ヲ
ナ
ス

モ
ノ
ト
ス

第
二
十
八
僚
本
規
約
巾
合
人
ハ
毎
年
一
回
各
一
陣
域
毎
=
一
組
集

合
同
ヲ
開
キ
共
年
度
内
三
政
行
ス
ベ
キ
一
事
項
ヲ
協
議
ス
ル
モ
ノ

ト
ス

第
二
十
九
依
毎
年
一
回
組
長
協
議
合
ヲ
問
キ
高
般
ノ
事
項
ヲ

協
議
ス
ル
モ
ノ
ト
ス
但
組
長
協
議
一
二
看
守
ノ
出
席
ヲ
乞
ブ

モ
ノ
ト
ス

第
三
十
僚
大
問
中
職
員
ハ
組
集
合
及
組
長
協
議
-
一
ハ
何
時
-
一
テ

モ
臨
席
ス
ル
コ
ト
ヲ
得
ル
モ
ノ
ト
ス

第
三
十
一
一
保
組
集
合
ノ
議
長
ハ
組
長
ト
ス
組
長
事
故
ア
ル
ト

キ
ハ
互
選
ヲ
以
テ
之
ヲ
定
ム
但
シ
組
長
協
議
合
ノ
議
長
ハ
五

選
ヲ
以
テ
之
ヲ
定
ム
ル
モ
ノ
ト
ス

第
三
十
二
保
本
規
約
ノ
依
項
ヲ
増
減
修
正
セ
ン
ト
ス
ル
ト
キ

ハ
組
集
合
-
一
訓
リ
制
長
協
議
A
M
M

ノ

決

議

ヲ

純

テ

大

単

純

長
-
二
四
川
ヅ
ル
モ
ノ
ト
ス

一
五
凶

第
三
十
三
保
本
規
約
山
中
合
人
ノ
牧
礎
物
・
市
川
円
川
ハ
別
=
規
約

ヲ
設
ケ
共
同
購
買
ヲ
ナ
ス
モ
ノ
ト
ス
此
腕
刀
ノ
組
織
ハ
故
直

合
併
ス
ル
ゴ
ト
ア
ル
モ
ノ
ト
ス

第
三
十
同
僚
本
規
約
巾
合
人
ハ
必
ズ
前
各
保
項
ヲ
託
行
シ
第

二
後
ノ
主
旨
ヲ
貫
徹
ス
ル
ヲ
努
ム
ル
モ
ノ
ト
ス

回
、
特
殊
ノ
小
作
契
約
書

A. 
開

墾

小

作

O

O

農

場

小

作

詩

書

私
儀
今
般
親
属
協
議
ノ
上
御
農
場
小
作
人
目
一
相
成
候
エ
付
キ
テ

ハ
御
農
場
規
約
堅
ク
相
午
リ
開
墾
農
耕
一
一
…
従
事
仕
ル
ベ
ク
寓
一

規
約
ユ
背
キ
候
節
ハ
小
作
解
除
相
成
航
テ
モ
柳
カ
誌
存
無
之
仕

ツ
遺
約
-
一
因
テ
生
ズ
ル
損
害
ハ
排
償
可
仕
候
依
テ
小
作
説
書
如

串
s
，A
1
 

(

一

)
(
北
海
道
然
知
郡
)

右
何

某

年

0

0
農

場

御

中
Jj 

日

右
之
者
今
般
御
農
場
小
作
人
ト
相
成
佐
一
一
一
付
テ
ハ
同
人
ニ
係
ル

連
法
一
切
之
本
件
ハ
私
=
村
山
テ
引
受
ケ
御
出
場
一
一
封
シ
柳
カ
御

迷
惑
相
掛
中
間
敷
候
此
段
引
受
候
也
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人

何何
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B 

開

墾

〆ヘ

¥J  

作

。

農

場

小
作
契
約
諮
吉

今
般

O
O農
場
主

O
O
ノ
承
認
ヲ
粧
テ
同
農
場
管
理
人
叩

ト
同
小
作
人
乙
ノ
間
-
一
契
約
ス
ル
僚
件
十
江
ノ

O 

(
北
海
道
生
知
郡
)

如
シ
部

笠

項

乙

ハ

明

治

年

月

日

石

狩

岡

山

沿

知

郡

岩

見
津
村
幌
向
原
野
区
剖
地
内

O
O貸
下

地

第

組

者

地

へ
梓
鰐
移
住
ヲ
ナ
シ
第
組
呑
地
ヲ
合
セ
テ
開
墾
ノ
上

永
久
之
レ
ヲ
受
負
小
作
タ
ル
一
品

一
、
開
墾
ノ
地
積
ハ
イ
千
五
百
坪
ヲ
削
地
ト
シ
ロ
七
千
五
百
坪

ヲ
水
川
ト
ナ
シ
・
一
皮
記
配
常
ノ
割
合
ヲ
以
一
ア
一
一
一
ヶ
年
以
内
=
会

ク
繁
一
成
ス
可
シ
イ
千
五
百
ド

初

句

ロ

三

千

削

一

一

年

ロ

三

千

坪

三

年

ロ

千

五

百

坪

二
、
間
容
一
方
法
ハ
紘
一
ア
右
原
野
ニ
繋
茂
セ
ル
樹
木
ア
切
リ
去
リ

湖
共
樹
根
ヲ
取
除
キ
地
表
以
下
一
日
八
内
ュ
存
ス
ル
本
樹
ノ
根

ヲ
鋤
去
リ
殊
一
一
水
川
ハ
土
地
ノ
高
低
ヲ
一
千
準
ナ
ラ
シ
メ
出
慨

ノ
使
ヲ
計
ル
モ

y
ト
ス

小
作
規
則
の
受
注
法
に
比
較
に
闘
す
る
研
究
資
将

J

一
一
、
間
務
料
ハ
州
水
川
ヲ
合
セ
テ
総
計
金
七
扮
五
闘
ト
定
メ
懇
一

成
進
捗
ノ
皮
ニ
肱
シ
丈
円
五
度
測
ノ
上
毎
年
十
一
月
十
五
日
迄

一
一
左
記
ノ
標
準
一
一
ヨ
リ
乙
-
一
釘
シ
テ
支
幼
ブ
モ
ノ
ト
ス

伐
木
料
一
一
反
歩
=
付
金
笠
岡

年
一
成
料
一
一
以
歩
ユ
一
付
金
笠
岡
五
め
鈍

第
式
項
乙
ハ
毎
年
秋
陸
己
前
一
一
巾
ヨ
リ
玄
毛
ノ
検
見
ヲ
受
ク

ル
モ
ノ
ユ
シ
テ
徳
一
成
宮
年
ハ
小
作
料
ヲ
兎
除
シ
翌
年
ハ
小
作
料

半
額
ト
シ
コ
一
年
日
ヨ
リ
左
記
標
準
-
一
ヨ
リ
毎
年
十
一
月
三
十
日

起
ユ
小
作
料
ヲ
農
場
主
-
一
納
付
ス
ル
モ
ノ
ト
ス

一
、
畑
小
作
料
一
反
歩
ニ
付
金
八
拾
銭

氷
旧
小
作
料
一
反
エ
付
収
穫
十
分
ノ
三

二
、
小
作
料
米
ハ
精
撰
ノ
上
向
斗
入
=
一
ア
依
作
り
ヲ
吟
味
シ
甲

ヨ
リ
指
定
ノ
場
所
一
二
巡
搬
牧
納
ス
ル
モ
ノ
ト
ス

一
三
、
小
作
料
ハ
地
味
ノ
優
劣
時
勢
ノ
唆
謡
-
二
臨
シ
出
場
主
/
趨

ー
ア
以
テ
制
的
更
正
ス
ル
モ
ノ
ト
ス

第
三
項
乙
ハ
開
墾
料
外
一
{
・
日
己
ノ
需
市
町
ス
ル
金
銭
物
口
問
ヲ
農

場
主
ヨ
リ
併
入
タ
ル
時
ハ
毎
年
秋
穫
ト
同
時
一
一
位
場
主
ニ
返
納

ス
ル
モ
ノ
エ
シ
テ
克
記
ノ
規
定
ヲ
遵
守
ス
ル
モ
ノ
ト
ス

一
、
巾
ハ
乙
ニ
金
銭
物
品
ノ
超
一
怯
ヲ
渡
シ
共
都
度
乙
ヲ
シ
テ
判

取
帳
ユ
記
載
捺
印
セ
シ
メ
此
等
ノ
授
交
ヲ
詮
明
ス
ル
モ
ノ
ト

ス
二
、
乙
ハ
借
入
タ
ル
金
銭
及
物
品
ノ
代
償
ヲ
排
悦
ス
ル
ニ
ア
ラ

一
去
五



サ
レ
ハ
共
政
礎
物
ヲ
他
一
一
斑
却
ス
ル
ヲ
作
サ
ル
モ
ノ
ト
ス

第
四
項
双
方
熟
談
ユ
凶
リ
本
契
約
ヲ
解
除
ス
ル
ノ
外
皮
記
ノ

場
合
一
一
於
テ
ハ
何
時
-
一
一
ア
モ
巾
ハ
政
場
主
ノ
承
認
ヲ
粍
テ
本
契

約
ヲ
解
除
シ
十
日
己
内
二
乙
ヲ
シ
テ
退
去
セ
シ
メ
銭
ユ
生
ス
ル

損
害
ハ
凡
一
ア
乙
ノ
負
捨
一
一
郎
セ
シ
ム
ル
モ
ノ
ト
ス

一
、
期
限
中
間
墾
ヲ
怠
リ
墾
成
配
岱
ノ
地
積
ニ
建
セ
サ
ル
時

二
、
墾
成
ノ
川
畑
一
ニ
到
シ
土
地
ノ
損
害
ヲ
生
ス
可
キ
行
箆
ヲ
ナ

ス
時

三
、
政
耕
ア
怠
リ
土
地
ヲ
シ
テ
荒
蕪
一
一
師
セ
シ
ム
ル
誕
ア
ル
時

間
、
平
素
口
問
行
不
良
=
シ
テ
巾
=
服
従
セ
サ
ル
時

五
、
本
契
約
ノ
義
務
ヲ
履
行
セ
サ
ル
時

ム
ハ
、
出
場
ノ
臨
商
ヲ
人
目
ス
如
キ
行
免
ヲ
ナ
ス
時

七
、
小
作
人
規
約
、
勤
伶
共
倒
合
同
規
約
、
所
属
組
内
中
合
セ
ノ

事
項
-
一
内
定
反
ス
ル
時

第
瓦
項
解
約
後
ハ
如
何
ナ
ル
場
合
ヲ
不
川
乙
ハ
土
地
ヲ
使
用

ス
ル
ノ
権
利
ナ
キ
モ
ノ
ト
ス

第
六
項
乙
本
契
約
ヲ
履
行
セ
サ
ル
カ
詩
メ
出
場
主
ニ
加
害
ヲ

加
ヘ
グ
ル
場
合
-
一
ハ
保
設
人
-
於
テ
一
切
共
責
一
一
任
ス

ル
モ
ノ
ト
ス

右
契
約
ヲ
確
保
ス
ル
潟
メ
本
詮
書
二
迦
ヲ
作
リ
各
自
捺
印
分
有

ス
ル
モ
ノ
也

旧
山
川
ム
川

小
作
規
則
の
波
注
放
に
比
絞
に
関
す
る
研
究
委
料

n 

日

一
五
六

石
狩
凶
刊
誌
知
郡
山
石
見
搾
村

0
0必
場
管
理
人

小
作
人

保
詮
人

仁

請

負

小

作

馬
温
原
野
貸
下
地
開
墾
組
合

契

約

設

今
般
貴
組
合
同
迫
原
野
貸
下
地
一
一
於
テ
小
作
請
負
仕
候
ニ
付
貸

組
合
小
作
人
ノ
規
定
則
チ
別
紙
ノ
保
項
ヲ
碓
守
シ
第
利
組
第
何

披
リ
何
、
一
直
剖
ヲ
開
墾
シ
一
反
応
グ
成
功
金
何
回
ト
定
メ
テ
三

ヶ
年
間
(
団
側
判
)
開
墾
可
仕
候
若
シ
此
契
約
及
ヒ
別
紙
規
約
-
一

連
背
シ
タ
ル
時
ハ
保
詮
人
ト
共
一
一
連
帯
ノ
立
住
ヲ
負
ヒ
モ
問
責

組
合
へ
針
シ
御
迷
惑
相
掛
間
敷
候
伏
テ
契
約
詮
-
一
連
印
指
入
巾

彪
如
件

F
2
 

(
北
海
道
山
古
川
郡
)

n 

口
M

小
作
人

保
詮
人

保
諮
人

組
合
総
代

0

0

殴

仏
新
合
国
社
型
小
作
契
約
書

0
0株
式
命
回
一
世
へ
東
北
地
方
)



小
作
定
約
設

(
升
以
下
問
拾
五
入
ノ
コ
ト
〉

一

郡

村

ニ

於

テ

J
E悶
一
千
晶

2
2
3品
川
股
i
目
前
段
一
i
川
ー
要

作

一

一

一

一

一

一

~

一

一

ー

一

一

二

一

一

一

一

一

一

J

一

一

一

一

一

↑

一

一

↑

右
地
所
今
般
耕
作
f

目
的
ヲ
以
テ
貴
枇
ヨ
リ
小
作
相
閥
候
ユ
付

友
ニ
定
約
致
世
候

一
、
小
作
米
(
小
作
大
豆
)
ハ
総
テ
精
撰
上
米
ヲ
以
一
ア
(
粕
ザ
、

ノ
上
)
毎
年
拾
笠
月
拾
日
ヨ
リ
拾
試
月
武
拾
日
限
リ
拾
登
月

拾
日
限
リ
)
貴
枇
・
2

御
支
梯
可
'
巾
尤
モ
特
ニ
貴
枇
御
指
国
ノ

場
合
ハ
設
場
所
=
駄
詮
皆
納
可
致
高
一
期
日
入
石
延
滞
致
候

節
ハ
更
ニ
元
石
一
石
一
一
付
登
ヶ
月
五
升
ノ
利
米
ハ
利
一
艮
)
ヲ

加
へ
入
石
可
致
叉
貴
世
ノ
御
法
定
=
ヨ
リ
時
慣
換
算
金
ヲ
以

テ
御
支
梯
可
巾
候
事

一
、
小
作
地
耕
転
培
養
共
他
民
事
改
良
上
=
必
要
ナ
ル
事
柄
ハ

何
分
出
精
相
周
ミ
共
賞
蹟
ヲ
撒
シ
可
巾
候

一
、
ハ
小
作
地
ニ
生
立
ア
ル
桑
樹
共
他
竹
木
等
ノ
時
一
括
方
及
収

益
物
ノ
取
締
方
ハ
小
作
入
附
帯
ノ
義
務
ト
シ
テ
鄭
重
一
一
取
扱

可
巾
候
高
一
共
手
入
方
フ
怠
リ
若
シ
ク
ハ
枯
損
セ
シ
メ
グ
ル

小
作
規
則
の
吋
俊
一
定
並
に
比
較
に
闘
す
る
研
究
委
料

ト
キ
ハ
常
然
共
責
メ
ニ
相
日
シ
可
巾
候
へ
体
現
ハ
湘
叫
)

J

J

l

/

ご
ノ
ミ

fu
〉

』

一
、
(
小
作
地
ノ
竹
木
ヨ
リ
生
ス
ル
一
切
ノ
収
益
物
ハ
貴
一
位
ノ

所
得
ク
ル
ニ
付
小
作
人
ニ
於
テ
ハ
宅
モ
闘
係
無
之
事
へ
阿
U

〆ゐ
q
h
r
L
i州

品

ノ

ミ

漣

mu

一
、
小
作
中
ハ
川
思
水
路
及
作
場
道
路
ハ
勿
論
小
作
地
ノ
舵
昨

土
手
壊
レ
等
ノ
修
特
ニ
届
ス
ル
一
切
ノ
労
力
及
費
川
ハ
小
作

人
ニ
於
テ
負
捨
可
致
候

一
、
本
記
約
ニ
遺
背
ノ
康
有
之
時
ハ
無
論
共
他
貴
枇
ノ
御
都
合

ヲ
以
テ
何
等
御
催
告
御
抽
出
台
ヲ
川
キ
ス
シ
テ
嘗
該
年
度
限
リ

ト
シ
テ
契
約
解
除
ノ
上
小
作
地
御
取
上
相
成
候
共
珊
カ
苦
情

差
恒
等
致
問
敷
速
一
一
御
民
可
中
候

一
、
小
作
年
院
中
小
作
米
皆
納
期
限
珪
約
ノ
節
ハ
共
事
故
ノ
何

グ
ル
ヲ
問
ハ
ス
保
詩
人
ハ
御
催
告
ヲ
要
セ
ス
直
チ
一
一
小
作
人

及
ヒ
誰
人
間
共
各
々
連
帯
義
務
者
ト
ナ
リ
緋
済
ノ
責
一
一
任
シ

貴
此
ニ
御
山
川
失
相
懸
ケ
巾
間
敷
悦

一
、
本
定
約
上
ニ
付
訴
訟
ス
ル
時
ハ
小
作
人
及
保
詮
人
ハ

一
一
訴
訟
セ
ラ
ル
ル
コ
ト
ヲ
橡
メ
合
意
致
置
候
事

右
之
通
史
約
致
候
儀
相
法
無
之
候
依
テ
箆
後
日
連
帯
保
詮
人
連

印
ノ
上
定
約
設
如
件

リ
1
円
μ

叫
問
イ
古
伊

主r-

)j 

f] 

:;{i 

{'I-o ~l'( 
定
約
人
プ三
守t

M 一
五
七

呑
j:tl! 
某



小
作
規
則
の
波
注
常
一
に
比
較
に
闘
す
る
研
究
資
料

li 右
主主 連
羽子計.1¥ !'ï~ ~Hl 
保保
コゾ呈 y" 
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人 人
大大
字字
イnJ イ可

ヰ存 呑
f也:f:@

.~ :JJ.; 

0
0株
式
合
枇

h
u
n
k
w
w
山

・

止

川

町

内

z
l
る
漁
庁
，
A

バ
I

B

H

L

V

話
、
本
文
は
水
間
と
州
地
の
設
芹
を
併
合
し
た
り
で
あ
る
。
括
弧

内
は
州
地
小
作
設
増
刊
の
用
誌
で
あ
る
。
第
三
及
第
凶
浅
は
畑
地
に

の
み
存
す
る
c

E

調
停
二
ヨ
リ
作
製
セ
ル
小
作
契
約
書(
北
海
道
空
知
郡
)

小

作

契

約

書

地
主
(
仰
某
〉
ヲ
巾
ト
シ
小
作
ハ
何
某
)
ヲ
乙
ト
シ
賞
一
部
宥
間

一
一
於
一
ア
左
記
僚
項
=
依
リ
本
契
約
ヲ
締
結
ス

一
、
川
中
ハ
末
尾
記
就
ノ
土
地
ヲ
昭
和
(
何
)
年
(
何
〉
月
(
何
)
日
ヨ

リ
昭
和
(
何
)
年
(
何
〉
月
(
何
)
日
迄
満
五
年
間
小
作
地
ト
シ
テ

乙
ニ
賃
貸
ス
但
シ
常
事
者
合
意
ノ
上
共
ノ
期
間
ヲ
更
新
ス
ル

コ
ト
ヲ
伴

二
、
小
作
米
ハ
小
作
地
生
産
ノ
普
通
米
ヲ
以
一
ア
何
年
十
一
月
(

何
)
日
限
リ
ハ
何
々
)
ニ
一
於
テ
納
入
ス
ル
モ
ノ
ト
ス
但
シ
巾
ノ

倒
立
ノ
グ
メ
納
入
場
所
ヲ
唆
更
シ
従
前
ノ
場
所
ヨ
リ
遠
隔
ト

ナ
リ
又
ハ
運
搬
凶
難
ト
ナ
リ
タ
ル
場
合
ハ
叩
ハ
乙
ニ
釘
シ
之

↑
五
八

ニ
相
官
ス
ル
運
搬
出
穴
ヲ
支
抑
フ
モ
ノ
ト
ス

ご
一
、
契
約
期
間
中
市
川
人
ハ
乙
ノ
一
方
ヨ
リ
契
約
ノ
全
部
又
ハ
一

部
ノ
解
除
ヲ
求
メ
ム
ト
ス
ル
場
合
ハ
共
ノ
土
地
=
作
付
ス
ヘ

キ
時
期
ノ
少
ク
モ
六
月
前
一
一
共
ノ
旨
相
手
方
エ
通
知
ス
ル
コ

ト
ヲ
嬰
ス

問
、
川
ヤ
ハ
乙
ノ
同
意
ヲ
符
ス
シ
テ
契
約
期
間
内
ニ
本
契
約
ヲ
解

除
ス
ル
コ
ト
ヲ
符
ス

但
シ
(
第
一
)
乙
ノ
行
待
カ
左
記
各
競
ノ
一
二
政
官
ス
ル
場
合
ハ
巾

ハ
直
一
一
本
契
約
ヲ
解
除
シ
小
作
地
ノ
返
還
ヲ
求
ム
ル
コ
ト

ヲ
得
(
一
)
信
義
一
二
奴
シ
故
意
-
一
小
作
料
ヲ
滞
納
シ
又
ハ
滞
納
セ

ム
ト
ス
ル
ト
キ

三
一
)
常
設
年
度
ノ
小
作
料
ヲ
一
年
以
上
滞
納
シ
グ
ル
ト
キ

(
一
二
)
引
説
キ
二
年
ニ
亙
リ
各
年
ノ
滞
納
小
作
料
ノ
総
額
カ

一
年
分
ノ
小
作
料
ノ
額
=
建
シ
タ
ル
ト
キ

(
川
)
引
続
キ
コ
一
年
一
一
瓦
リ
各
年
ノ
小
作
料
ノ
一
部
分
ヲ
滞

納
シ
タ
ル
ト
キ

(
五
)
排
種
肥
培
及
ヒ
土
地
ノ
管
迎
エ
一
於
テ
共
ノ
官
ヲ
欠
キ

ク
ル
ト
キ
叉
ハ
土
地
ヲ
目
的
以
外
ニ
利
川
シ
グ
ル
ト
キ

(
六
)
中
ノ
同
意
ヲ
得
ス
シ
テ
小
作
桃
ヲ
譲
渡
シ
又
ハ
小
作

地
ヲ
他
人
ニ
轄
貸
シ
タ
ル
ト
キ



(
第
二
〕
巾
ハ
小
作
料
一
一
年
分
=
相
官
ス
ル
金
額
ヲ
柿
償
金
ト

シ
テ
乙
ニ
封
シ
支
梯
フ
場
合
ハ
自
己
ノ
都
合
一
一
依
リ
本
契
e

約
ヲ
解
除
シ
テ
小
作
地
ノ
返
還
ヲ
求
ム
ル
コ
ト
ヲ
得

前
項
ノ
柿
償
金
ハ
ム
ト
地
返
還
ノ
日
=
於
ケ
ル
小
作
米
/
時

慣
ニ
依
リ
換
算
ス

五
、
乙
ガ
天
災
共
他
不
可
抗
力
ユ
依
リ
小
作
料
ノ
減
免
ヲ
求
メ

ン
ト
ス
ル
場
合
ハ
立
毛
刈
取
ノ
少
ク
モ
二
週
間
前
一
一
叩
ニ
中

出
ヲ
潟
ス
コ
十

前
項
ノ
巾
出
・
ア
リ
タ
ル
場
合
ハ
古
事
者
立
合
ノ
上
誠
貫
ニ
検

見
シ
小
作
料
ノ
協
定
ヲ
烏
ス
ベ
ク
若
シ
協
完
成
立
セ
ザ
ル
場

合
ハ
坪
刈
ヲ
行
ヒ
共
ノ
作
柄
ガ
普
通
千
年
作
以
下
ナ
ル
場
合

一
一
限
リ
其
ノ
寅
牧
量
ト
千
年
牧
口
亙
ト
ノ
差
額
ノ
二
分
ノ
一
ヲ

減
免
ス
ル
モ
ノ
ト
ス

北
ハ
ノ
一
千
年
作
柄
ニ
付
争
ア
ル
場
合
ハ
北
海
道
臆
小
作
官
又
ハ

北
海
道
膳
小
作
官
/
指
定
ス
ル
者
ノ
認
定
ヲ
受
ク
ベ
シ
共
ノ

認
定
ニ
封
シ
テ
ハ
首
事
者
ハ
異
議
ヲ
述
プ
ル
コ
ト
ヲ
特
ザ
ル

モ
ノ
ト
ス

六
、
乙
ガ
前
項
ノ
手
組
ヲ
殴
行
セ
ズ
任
意
ニ
立
毛
ヲ
刈
取
タ
ル

場
合
ハ
如
何
ナ
ル
理
山
ア
ル
モ
小
作
料
ノ
減
免
ヲ
ナ
サ
ザ
ル

コ
ト
叩
ガ
乙
ヨ
リ
市
出
ア
ル
ユ
拘
ラ
ズ
正
営
ノ
理
由
ナ
ク
シ
テ
共

ノ
検
見
一
一
立
合
ハ
ズ
叉
ハ
坪
刈
ノ
方
法
一
一
付
協
完
成
立
セ
ザ

小
作
規
則
の
援
護
並
に
比
較
に
闘
す
る
研
究
資
料

ル
場
合
ハ
乙
ハ
北
海
道
臨
小
作
官
一
一
共
ノ
旨
中
出
テ
検
見
ヲ

受
ケ
小
作
料
ノ
決
定
ヲ
求
ム
ル
コ
ト
ヲ
符
共
ノ
決
定
-
一
割
シ

テ
ハ
叩
ハ
異
議
ヲ
述
プ
ル
コ
ト
ヲ
得
ザ
ル
モ
ノ
ト
ス

七
、
乙
ガ
小
作
地
J
J

土
地
改
良
ノ
目
的
ヲ
以
テ
特
殊
ノ
施
設
ヲ

ナ
サ
ン
ト
ス
ル
場
合
又
ハ
建
築
物
ヲ
建
設
セ
ム
ト
ス
ル
場
合

若
ハ
永
年
ニ
亙
ル
植
物
ヲ
栽
植
セ
ム
ト
ス
ル
場
合
ハ
共
ノ
設

計
ユ
付
巾
ノ
同
意
ヲ
求
ム
ル
コ
ト
ヲ
要
ス

契
約
解
除
ニ
際
シ
現
ニ
改
良
ノ
放
果
ヲ
奉
グ
ッ
、
ア
ル
施
設

一
一
割
シ
テ
ハ
乙
ハ
川
ヤ
ニ
釘
シ
宮
初
ノ
費
用
ヲ
超
過
セ
ザ
ル
範

囲
内
ニ
於
テ
相
官
ノ
代
償
ヲ
要
求
ス
ル
コ
ト
ヲ
作
現
存
建
築

物
又
ハ
永
年
植
物
ノ
底
理
-
一
閥
シ
テ
ハ
巾
乙
協
議
ノ
上
之
ヲ

定
ム

八
、
巾
ガ
小
作
地
ヲ
賓
却
セ
ム
ト
ス
ル
場
合
ハ
乙
ニ
諜
台
ス
ル

コ
ト
ヲ
要
ス
乙
=
於
テ
共
ノ
土
地
ヲ
購
買
ス
ル
ノ
希
望
ア
ル

場
合
ハ
先
民
権
ヲ
興
フ
ル
モ
ノ
ト
ス

右
契
約
ヲ
確
守
ス
ル
震
メ
本
書
二
通
ア
作
成
シ
記
名
調
印
ノ
上

各
自
一
一
過
ヲ
所
持
ス
ル
モ
ノ
也

昭
和
(
何
)
年
(
何
)
月
(
何
)
日

(
何
)
郡
(
何
)
村
大
学
(
何
)
村
ハ
何
)
呑
地

地

主

(

何

某

)

⑩

(
何
)
郡
(
何
)
村
大
字
(
何
)
村
(
何
)
番
地

小

作

者

(

何

刊

川

市

)

⑩

一
五
九



土
地
及
小
作
料
表
示

小
作
規
則
の
後
連
並
に
比
較
に
開
削
す
る
研
究
資
料

町
村
大
字
一
}
一

$
4
4
7
t

字

地

番

一

刻

E
一
E

別
一
反
常
小
作
料
一
瞬
約
小
作
酬

玉
、
農
業
労
働
者
取
締
規
則

A

ガ
ル
ト
ネ
ル
「
天
領
畑
地
」
関
係
女
書

制
蝦
夷
地
七
重
材
開
墾
僚
約
書
(
抄
)

〈
新
選
北
海
道
史
第
六
谷
史
料
二
に
採
る
)

。2w仲吋
但
口
付

時

.E】
守
門
出
合
一

Err-H-m
巳
ロ

2
1
M同一三国同
2
・J4F1目
立
日
阿
国
口
ケ
ロ
向
け

Z
E
2・

h
r
g
F
Y
Z件
出

品

。

3
J
p
m
m
o
'河
北
-
g
g
m
N
Z
Z
m口
】
白
山
口
戸
内

L
G
H
H
】回何回ペ会由。・

。。ロ片岡
i
H

岡

市

け

・

向
。
司
巴

5
2
2
5
mげ
B
3
5
0『

p
g己
え

3
・内

2
5
5
3
3
H
F

}
}
き
件
口
町
民
自
弘
子
。

J

門
会
出
。
。
。
4
2
5
5与
と

M
g白即

日
ロ
子
巾
同
明
日
自
己
民
ペ
市
担
問
。
.

第

佐

一
、
ガ
ル
ト
ネ
ル
氏
、
峨
羅
巴
風
に
綱
引
ひ
民
業
訟
を
弘
め
ん
と

一
六

O

す
る
を
以
て
、
有
志
の
輩
十
二
名
及
び
法
夫
五
十
人
を
校
、
み

彼
等
を
し
て
、
ご
一
ヶ
年
の
間
出
業
法
を
教
授
す
べ
き
事
。

一
、
欧
羅
巴
風
民
業
法
を
、
速
に
目
前
く
閣
内
に
知
せ
ん
た
め
、

右
十
二
名
誼
に
良
夫
五
十
人
は
、
一
二
ヶ
年
年
に
引
特
可
巾
事

一
、
ガ
ル
ト
ネ
ル
氏
は
、
右
投
犬
五
十
人
え
は
相
官
の
住
民
を

興
ふ
ぺ
し
、
併
し
食
料
を
給
せ
や
、
北
ハ
業
の
軒
主
に
随
ひ
、

相
官
の
給
料
を
宛
行
す
べ
き
事
。

一
、
生
徒
十
二
名
は
、
ガ
ル
ト
ネ
ル
氏
よ
り
同
様
性
局
せ
し
め

定
料
宛
行
候
事
。

一
、
生
徒
十
二
名
の
内
に
て
、
若
し
業
術
教
授
先
不
レ
利
者
有
時

は
ガ
ル
ト
ネ
ル
氏
よ
り
此
人
を
引
特
候
事
。

第

二

俊

一
、
此
一
僚
に
付
て
は
ガ
ル
ト
ネ
ル
氏
、
七
草
抗
に
近
傍
の
荒

野
三
百
寓
却
、
蝦
夷
政
府
よ
り
九
十
九
ヶ
年
間
限
り
併
請
け

此
地
商
は
不
L

残
完
杭
を
立
堺
致
す
べ
し
。
此
保
約
決
定
致

せ
し
上
は
、
貸
渡
候
地
面
中
に
出
来
せ
じ
、
建
物
応
物
総
て

諸
口
川
は
、
日
本
政
府
の
附
属
品
同
様
た
る
べ
し
。
右
組
て
の

附
属
品
は
、
此
期
年
即
ち
九
十
九
ヶ
年
聞
は
、
ガ
ル
ト
ネ
ル

氏
或
は
跡
肢
の
も
の
へ
貸
置
、
九
十
九
ヶ
年
後
に
至
り
で
は

此
附
属
日
川
口
地
而
等
取
民
す
に
、
償
ふ
一
山
市
な
く
し
て
、
政
府

の
有
と
友
る
べ
き
事
。

第
一
二
依
i
第
八
保
〈
省
略
)



明
治

十年
九二
1I )j 

蝦
夷
白
線
裁
の
命
を
奉
じ
て

知
館
奉
行

永

井

玄

蕃

(

印

章

花

押

)

西
暦
一
千
八
百
六
十
九
年

第
三
月
三
十
一
日

同

並

.
中
山
品
一
一
一
郎
助
(
印
立
花
押
)

(
印
章
)
同
・

0
2
E
H
3・

。-C
P
3
E
2・

。
守
口
四
己
同

2
2
5
H
F
ユY
C
3
U
H
D
Z

(
印
章
)
(
〕
良
民
会
】
ミ
三
日
2
H

蝦
夷
品
総
裁

硯

本

釜

議
二
一
賢
一
候

;;( 

郎
(
印
・
草
花
押
〉

山

内

謹

書

地
所
開
拓
之
銭
蝦
一
央
政
府
ア
ル
・
ガ
ル
ト
ネ
ル

氏
の
約
定

同
)
戸
口

F
?の
。
同
区
『
田
町
一
け

L

S

J
〔
忠
き
・
。
2
2
E
S
E
-庁

gv仏
国
R
E
H
W
(
2
2
E
3

2
弓
同
宮
内
戸
時
}
】
コ
E
M
H
L
2
H
L
臼

z
r町
丹
明
白
ゲ
ロ
ロ
ロ
丘
，
J
門
門
出
問
。

krm司
2
5
3
w片

p
b
ペ
g
o
C
0
4
2
5同
月
三
ロ
ロ
L

M

P

・
同
-
C戸
2
E
2
0
H
H

口
市
町
《
出
回
廿
。
内
。
旬
。
口
一
己
閃
乙
戸
市
内

2-Hvt可
判
。
『

Auzr日
Jdtcz

小
作
規
則
の
愛
建
並
に
比
較
に
関
す
る
研
究
資
料

ア
ル
・
ガ
ル
ト
ネ
ル
氏
の
制
に
依
り
、
蝦
夷
鳥
畑
地
取
聞
の
た

め
北
日
甘
社
長
岡
同
士
シ
・
ガ
ル
ト
ネ
ル
氏
出
合
、
ア
ル
・
ガ
ル

ト
ネ
ル
氏
仕
に
日
本
政
府
左
之
約
定
書
に
名
判
す
。

第

一

保

蝦
夷
島
七
重
村
近
隣
に
沿
い
て
、
坪
数
凡
三
一
百
市
内
汗
之
地
所
H
M

を
名
付
け
て
ド
ミ
ニ
ユ
ム
ア
ウ
キ
ユ
ス
テ
ン
フ
ヱ
ル
デ
、

、
口
。
邑
E
E
g
k
p
z
m
z
a
g
p
-去
、
畑
地
天
制
の
義
と
一
五
蝦
夷

政
府
ガ
ル
ト
ネ
ル
氏
に
托
興
し
、
此
詩
市
一
ω
名
判
よ
り
十
ヶ
年
間

加
関
税
に
て
開
拓
せ
し
む
、
右
十
ヶ
年
之
後
、
同
氏
後
に
記
故
す

趣
意
を
以
て
、
共
地
所
を
保
有
す
る
を
許
す
、
閃
て
、
此
約
定

を
取
結
び
て
共
之
僚
件
に
拐
載
す
如
く
、
日
本
閑
法
度
批
別
に

従
ふ
ベ
し
。
第

二

保

第
十
一
ヶ
年
目
、
即
ち
西
.
同
一
千
八
百
七
十
九
年
配
始
、
引
続

き
十
五
ヶ
年
之
問
、
民
業
施
し
た
る
地
問
一
一
一
百
坪
に
付
、
ガ
ル

ト
ネ
ル
氏
地
税
金
堂
分
、
農
業
施
せ
る
地
所
三
百
坪
に
付
金
武

米
之
割
に
而
年
々
相
梯
ひ
、
此
年
限
之
後
、
即
ち
一
千
八
百
九

十
川
年
第
七
月
一
日
よ
り
、
右
地
税
之
一
一
併
を
姉
ふ
べ
し
。

第

三

依

訴
訟
争
論
は
裁
判
所
へ
訴
出
べ
し
。

第

四

僚

前
件
之
地
所
、
政
府
入
川
あ
り
て
取
返
す
時
は
、
一
的
地
所
之
諸



小
作
規
則
の
溌
達
並
に
比
較
に
翻
す
る
研
究
餐
料

入
川
政
府
に
て
梯
ふ
べ
し
。

第

五

保

此
後
何
時
に
で
も
、
ガ
ル
ト
ネ
ル
氏
退
去
せ
ん
と
請
ふ
時
は
民

業
取
組
之
筋
、
右
代
り
之
者
を
棋
を
要
す
。

第

六

保

ガ
ル
ト
ネ
ル
氏
、
此
約
山
ん
を
迷
背
す
時
は
、
政
府
共
地
所
を
取

一
返
す
べ
し
。
第

七

保

地
税
は
、
第
七
月
一
日
持
に
掛
ふ
ベ
し
。

第

八

保

此
約
定
は
、
今
年
第
七
月
一
日
よ
り
始
め
執
行
ふ
べ
し
。

ωw
蝦
夷
島
開
拓
人
員
之
提
則

第

一

篠

山
以
民
各
に
共
土
地
の
流
水
を
則
る
を
許
す
と
却
も
、
之
を
北
(
隣

同
と
争
ふ
べ
か
ら
や
。

第

二

僚

政
府
及
び
隣
民
に
背
守
し
て
、
決
て
経
界
之
副
官
柱
を
移
す
べ
か

ら
や
。

第

三

僚

近
隣
之
土
人
に
懇
親
あ
る
べ
し
。

第

四

僚

村
川
出
之
蛇
則
を
守
る
べ
し
。

一
ー一色一角ノ、

第

五

保

家
に
火
を
付
け
、
収
納
物
b
L
盗
み
、
共
外
泣
犯
之
輩
は
、
村
長

に
出
訴
す
べ
し
。

第

六

依

火
之
川
心
肝
要
た
る
べ
し
。

第

七

依

退
去
病
疾
或
は
死
亡
あ
り
て
、
代
り
之
者
を
立
る
時
は
、
裁
判

所
に
訴
ふ
べ
し
。

第

八

僚

出
業
に
就
き
家
族
を
増
す
時
は
、
裁
判
所
に
訴
出
べ
し
。

第

九

僚

死
亡
は
前
向
段
、
婚
姻
之
折
も
は
椋
た
る
べ
し
。

第

.

僚

蝦
夷
地
族
行
之
折
は
、
今
よ
り
五
十
年
之
問
、
泊
行
手
形
あ
る

を
裂
す
。

第

十

一

保

新
に
法
替
す
時
は
、
裁
判
所
に
一
昨
ふ
イ
し
。

第

十

二

保

村
川
口
之
法
度
抗
則
に
従
ひ
、
叉
雇
入
之
家
族
員
数
に
臨
じ
、
農

民
各
々
共
身
上
保
全
之
鏡
、
之
に
名
判
を
詑
し
世
く
〈
し
。

第

十

三

保

期
限
に
五
ら
ば
、
諸
姉
遅
延
す
べ
か
ら
十
。
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C (1) Regulationen 

Fur eine oder mehue Personen， die mit der Lal~d. 

wiltschaft nuf der 1l1sel von Y(SSJ beschiiftigt sind. 

~ ]. Jeder Landwirth kann den besten Gebranch von 

uem "¥Vasser machen， welcher dorch sein Land fliesst; 

doch mn回 e1' seinen Kachbar dadlll・ch nicht 

benachtheiligen. 

~ 2. Grenzpfiihle konnen nur mit dem "¥Vissen der 

。οuvernementnnd der Nachbaren verandert werden. 
~ :l. Man mUS8 allf freundschaftlichen Fusse mit den 

einheimischen Nachbaren stehen. 

¥i 4. Man mnss die Dorfregulation bea巴h¥en.

~ 5. Wenn Jemand Brandstiftet， von der Erndte stiehct 

oder sich in irgend einer anderen i¥' eise ycrgeht， 

80 m¥1制 diel¥:lage vo1' den Dor:schl11zen gebracht 

werden. 

~ 6. Es ist ganz b制 ondersnotwendig， YOl"sichtig mit 

Feuer Zl1 sein 

(j 7. 8011te eine Abreise， Krankheits cder Todesfal¥ 

eintreten und ein Xachfolger die Etel!e nehrcen， 

“o muss dem Obergerichte davon Anzeige gemasht 
werden. 

~ 8. Bei ein¥retenden GelmrtsfiiJlen al1f der Far mll州

dem Obergerichle Kennlni附 dO~Ollgemacht、I."erden.

1 iZ 111 



セーと黒宗 Q 詩型紛手当どまij詳ど E霊~J'()法 S再起ヰ喜吉

~ 9. In Tod田 fiillensowoh1 wie bei IIeirathcn das柑 1be.

~ 10. Auf Reisen i，山 Landeist ein Pass noth、vendig
von jetzt ab bis kommende funfzig J ahrc. 

~ 11. Zum Bau eines neuen Hanses m日開 dasObergericht 

in l'ζenntmiss ge:ielzt、，1'E;rden.

!i 1悶2.X 乱虻凶chVe引ror刀明Oωr吋.

und nach 】 derZah】込1der bc剖“ch胤a江fれtige町nFami.lien mn州

j必e削吋d山le目rLa拙tr吋羽wi廿r吋川thz日ralJgel1leinen V{ ohlfalll t beis-

teucrn. 

!i 18. Fallige Zahlungen sollenはet付 geleiトtetwerden. 

g J.1. l'王einGrnndはuckgro出 oderklein darf verkauft 

oder gekauft werden， ohne davon da円Obergericht 

benachrichtigl zu haben 

!i 15. J)ie Grenzen aller cultivirten Felder m日制enentw-

eder durch Zanne， Grliben oder・Wa出 erabgesetzt 

結e1ll.

!i 16. Dic Landwセlhkonnen ganz nach ihrelll Belieben 

Lenie in ihren Dienst nehmcn und sollen nichl Illehr 

nnd nicht weniger al丙 diegcbrauchlichen Lohne 

bezahlen. 

!i 17. Der Landwirth kann anf同inernGrunde rnachen 

W~出 er will， doch darf er川崎er・ha1bseinen Grenze 

keinen Banlll， SLcin oder dell kleinst:en Gegenstand 

fortnehlllcn， ohne vorher den Eigentumer des Lall・

1 4〈盟

de尽gefragtZu haben. 

!i 18. In FaIlen， wo gegen obif，e Regulationen gefahlt 

ist， wird das Oberger目ichtdie 8ache naher untersu-

chen. 

!i 19. Proclalllationcn welche von dern Obergerichte ver-

offenllicht、verden，mussen von dem Landwirlhe 
die nothige Beachtung haben. 

~ 20. SoJlte in irgend einer Streitf1'age oder in Schwierg-

keitcn das Obergericht nicht im Stande seil1 die 

Sache zur Zafriedenheit zu schlichte口， so hat der 

frcmde Landwirth das Recht， sich an seinen re"p-

ectiven Consu1 zu 1venden oder die Frage dnrch 

Arbitrage zu enlscheidel1. 

Hakodate den 24sten Juli 1869 

R. Gaerlner (印〉

VOl'時tehendeUnterschrift wird hierdurch bestiitgt 

der N o1'ddeutsche Consnl 

('. Gaerlner. 

c.: (1I) Regulations 

f 01' any person or persoll付 engagedil1 the opclling 01' 

cnltivation on the island of Yezo・

8 1. Every f amer is allowed to make the best use of 

the water running through his gronnd， he nm，，! 

however not interfere with his neighbours. 



¥l 2. Houndary posls call never be movcd unle同 wIlhthc 

knowleoge of governロ，entand neighbolll"S. 

¥l 3. '1'0 be on friendly terms with native neighbOtm;. 

¥l 4. '1'0 obey the 'Iillage regulation. 

¥l 5. Any one同ttingfire to houses， stealing of the crop， 

or committing him時lfin any other way， complaints 

shall be made to t11e major of the village. 

¥l (l. 1t is particularly necessary to be carefuJ with fire. 

¥l 7. Should in case of Jeave，ドiclme柑 ordeath a 刊cce~sol'

take the place， notite mllst be gevin to the jlldic-

able office. 

¥l 8. In case of increuse of family Oll thc farm， noticc 

sl凶1he given to the 吋 icableoff ice. 

¥l 9. 1n case of death the拙 me 凶 abovealso in cas巴

of Dlarriage. 

¥l 10. Travelling 1n the conntry a p附 porti" r叫nird

from 1l0W to fifty years to comc 

g 11. For any new building 10 bc creetcd， 110ticc mlM 
bc giVCll 10 thc .illdicablc officc 

3 ] 2. Accordillg to rulc付 alldregulatiol1討 ofthc villagc 

and according to the mumbcr of familie討 inthc 

cmploy， cvery farmcr has to 討ubscripcf 01" thc 

pnblic welfarc of cvcry body. 

¥l 13. ~o delay shall be for payment内duc.

-f:.~土寝室 Q 担割*.世料l2まii単ピ~+--r<l~主隊出!(lk:

8 14. Xo邑roulld討l11a11or largc call Le sold or bought 
without notice to thc judicablc office. 

3 ] 5. '1'he boulldary of all cultiva(ed field討mustbc do】、c

。ithcrby fcncc内 didgeぉ(ditches?)or wa(cr. 
~ lG. Thc utrmcr arc at liberty to employ workmen， who 

cvcr they likc ani! pay' to t11em 110 lllore and not 

Ic州 thancUぉlomarywages. 

~ 17. Thc farmcr can do on 11is OWI1 ground what c¥.or 110 

likes， but hcぐunnotnlQVC a討toneOr wood or thc 

smallcHt lhin耳口11outside boundary withbut conslll-

tm号thco¥¥"no1' of the Jand. 

~ 1;'. rroclamalIoll 州lCdby lhc jlldicable 0伍cemnsl 

bc tal;en nccc州arynotice off by thc farmer. 

¥l HI. Any onc failing agin刈 thcabove (abo".c) rcgulalioll討

thc jlldicablc officc wi¥l inqnire illto the casc. 

~ 20.向houldin any ca同 ofdispute or di白lCllltythc .illdic-

able officc not bc ablc to陥 ttlcthc qllestion渦 tis-

factory thc f01'cign farmer can app印 1lO his rωp・

ective consnl 01" 同 ltlethe argumcnt by arbitration. 

I1akodatc thc 24th of Julv 18GD 

4〈pit耕甑事盛雄

-< OO+<酪藍Iil璃翻意 (科設相〉
ミ~1i<ヘ QEと

1 1(!f:l 



小
作
規
則
の
融
政
蓮
並
に
比
較
に
闘
す
る
研
究
資
料

ハ
波
法
・
市
原
l
雨
龍
演
習
林
内
附
労
働
及
拡
民
ュ
闘
ス
ル
調

脊
一
-
一
様
ル
)

第
一
保
採
商
問
ケ
ノ
際
一
一
ハ
組
員
必
ズ
立
合
ス
ベ
シ

第
二
僚
懸
木
、
陣
容
木
等
ハ
監
督
員
ニ
申
出
タ
ル
後
ニ
ア
ラ

ザ
レ
パ
伐
採
ス
ベ
カ
ラ
ズ
。
又
調
布
外
ノ
立
木
ヲ
伐
採
シ
グ

ル
時
ハ
共
者
ノ
責
任
ト
ナ
ル
ヲ
以
テ
説
伐
と
ザ
ル
様
一
一
ス
ベ

シ。

第
三
僚
伐
木
ス
ル
ニ
ハ
先
ヅ
根
際
ノ
雲
ヲ
充
分
排
除
シ
地
上

紘
一
一
段
モ
近
接
シ
テ
鮒
口
ヲ
ツ
ケ
伐
倒
ス
ペ
シ
。

第
同
僚
極
上
丸
太
ノ
地
材
ハ
必
ズ
山
頭
又
h

一
部
屋
頭
ノ
指
定

ヲ
お
人
ク
ベ
シ
。

第
五
佼
a

自
己
ノ
持
分
ニ
係
ル
議
本
ヲ
伐
木
遣
材
シ
タ
ル
後
一
一

ア
ラ
ザ
レ
パ
他
木
一
一
移
リ
伐
探
ス
ル
コ
ト
能
ハ
ザ
ル
モ
ノ
ト

ス。

第
六
依
共
同
及
ピ
先
山
持
ノ
州
夫
ニ
限
リ
特
一
一
柿
十
本
丸
太
一

本
ニ
ナ
リ
ク
ル
場
合
他
ノ
立
木
一
一
移
リ
伐
詑
ス
ル
コ
ト
ヲ
得

ル
モ
ノ
ト
ス
。

第
七
保
保
而
外
ノ
立
木
ハ
決
シ
テ
伐
採
ス
ぺ
カ
ラ
ズ
。

第
八
僚
第
五
僚
乃
五
第
七
保
-
一
迫
背
シ
ク
ル
モ
ノ
ア
ル
ト
キ

ハ
共
製
材
ハ
淡
収
ス
ル
モ
ノ
ト
ス
。

第
九
僚
製
材
一
一
ハ
相
本
共
他
障
害
物
ヲ
一
来
セ
掛
ケ
搬
出
ヲ
妨

碍
ス
ベ
カ
ラ
ズ
。
若
シ
仕
事
ノ
都
合
上
斯
ル
場
合
ア
リ
タ
ル

A

品、品、

-

d

/

」

/

ト
キ
ハ
必
ズ
共
ノ
日
ノ
内
=
除
去
シ
得
ベ
シ
。

第
十
僚
前
保
一
一
違
背
シ
グ
ル
モ
ゾ
ハ
共
ノ
程
度
-
一
ヨ
リ
趨
首

一
一
謝
意
ヲ
表
セ
シ
ム
ル
モ
ノ
ト
ス
。
(
酒
一
升
)

第
十
一
一
保
事
業
ノ
都
合
上
搬
出
夫
ガ
保
面
三
止
入
ル
コ
ト
ア

ル
ベ
シ
ト
雄
モ
共
際
-
一
ハ
相
互
ニ
協
力
シ
テ
従
事
ス
ベ
キ
モ

ノ
ト
ス
。

第
十
二
僚
仕
事
ノ
簡
略
ヲ
欲
シ
割
合
-
一
稼
高
ノ
多
カ
ラ
ン
事

ヲ
望
ム
結
果
遂
-
一
ハ
飢
伐
粗
活
=
陥
ル
モ
ノ
、
如
キ
ハ
猫
リ

作
業
規
律
ヲ
飢
ル
ノ
ミ
ナ
ラ
ズ
往
k

人
関
=
危
険
ヲ
及
ボ
シ

他
人
ヲ
シ
テ
迷
惑
ヲ
感
ゼ
シ
ム
ル
コ
ト
少
カ
ラ
ズ
。
有
モ
品
川

犬
ク
ル
モ
ノ
ハ
常
一
一
徳
義
ヲ
軍
ジ
較
卒
ヲ
避
ケ
沈
背
ヲ
旨
ト

シ
熱
心
作
業
ニ
従
事
シ
且
僅
少
ノ
柑
木
根
株
ト
雌
モ
決
シ
テ

組
・
米
ナ
ル
取
扱
ヲ
翁
サ
ズ
設
モ
丁
寧
親
切
ニ
遺
材
セ
ン
コ
ト

，
ヲ
心
掛
ク
ベ
シ
。

第
十
三
峰
山
間
及
ピ
部
屋
国
ノ
指
揮
=
従
ヒ
、
一
軍
ユ
事
業

ノ
成
功
ヲ
期
ス
ル
ヲ
以
テ
本
分
ト
ス
ベ
シ
。
指
揮
命
令
一
一
従

ハ
ズ
胤
暴
ナ
ル
言
語
動
作
ヲ
局
シ
事
業
ノ
妨
碍
ト
ナ
ル
モ
ノ

ハ
退
場
セ
シ
ム
ル
コ
ト
ア
ル
ベ
シ
。

第
十
同
僚
向
己
ノ
都
合
一
一
ヨ
リ
勝
手
エ
休
業
ス
ル
コ
ト
ヲ
許

サ
ズ
。
但
シ
止
ム
ヲ
得
ザ
ル
事
情
ノ
潟
休
業
セ
ン
ト
ス
ル
モ

ノ
ハ
必
ズ
部
屋
以
ヲ
粧
テ
山
副
ノ
承
諾
ヲ
受
ク
ベ
シ
。

第
十
五
僚
左
記
ノ
通
リ
日
課
ヲ
定
メ
貴
行
ス
ル
モ
ノ
ト
ス
。



起
床
午
前
五
時
。
就
寝
午
後
九
時
。

第
十
六
係
部
屋
副
ハ
朝
夕
人
員
貼
呼
ヲ
行
ヒ
毎
日
各
人
ノ
勤

怠
ヲ
調
布
シ
各
人
ヲ
引
率
シ
テ
現
場
一
一
出
場
ス
ル
モ
ノ
ト
ス

以
上
ノ
規
定
ノ
外
二
日
造
材
仕
様
書
ヲ
附
ス
。

保
国
明
ケ
ノ
最
初
ノ
日
ニ
町
役
セ
ザ
ル
モ
ノ
、
並
木
ハ
翌
日

三
全
レ
バ
誰
ガ
伐
採
ス
ル
モ
支
障
ナ
シ
。
採
面
破
リ
ハ
遺
材

木
ノ
稼
賃
ト
酒
一
升
ヲ
仲
間
エ
提
供
セ
シ
ム
。
伐
木
ヲ
中
途

エ
テ
停
止
セ
シ
モ
ノ
=
封
シ
テ
ハ
酒
一
升
ヲ
仲
間
-
一
提
供
セ

シ
ム
、
山
元
及
ピ
土
場
一
一
テ
検
尺
シ
極
印
呑
披
ヲ
ス
ル
。

士

、

漁

業

務

働

関

係

其

一

漁

場

規

則

A. 

O 

O

漁

記

一
、
火
の
用
心

一
、
臨
時
り
九
珊
ス
ベ
カ
ラ
ズ

一
、
上
役
乃
命
ニ
従
フ
可
シ

一
、
途
中
-
一
テ
同
ル
来
日
ハ
五
分
ナ
リ

監

督
一ロ

rH、

，且

m

円
以

(
若
衆
)

、

、

場

〔
鰯
〉
(
波
烏
閥
森
町
〉

ヘ
附
就
業
規
則
)

、
、
、
、
、
、
、
、

大

二r.

、
、

小
作
規
則
の
護
達
並
に
比
較
に
闘
す
る
研
究
資
料

右
ノ
通
リ
相
定
ム
ル
也

昭
和
千
年
九
月
吉
日

仰

注

意

漁
具
漁
制
ハ
誠
ニ
・
大
切
ニ
取
扱
ヒ
下
サ
ル
可
シ
若
シ
漁
具
等
=

於
一
ア
自
己
ノ
不
注
意
一
一
ヨ
リ
破
損
及
流
失
ノ
場
合
ハ
直
エ
「
ベ

ン
シ
ョ
ウ
」
モ
ラ
ウ
事

O 

t魚

場

O 

広

O

O

漁
場
(
鰯
〉
(
渡
島
凶
森
町
〉

付
注
意
ト
心
作

一
、
火
気
=
注
怠
ス
ル
コ
ト

二
、
清
潔
ヲ
旨
ト
シ
街
生
一
一
注
意
ス
ル
事

一
一
一
、
親
睦
ヲ
旨
ト
シ
喧
時
口
論
セ
ザ
ル
事

問
、
饗
肱
以
外
ノ
飲
酒
ハ
絶
封
一
一
禁
止
ス
ル
事

五
、
道
共
ハ
町
時
一
一
取
扱
ヒ
殴
担
ノ
場
合
ハ
直
ニ
報
背
ス
ル
事

六
、
上
司
ノ
命
令
ニ
服
従
シ
業
務
-
一
精
助
ス
ル
事

七
、
常
一
一
研
究
心
ヲ
以
テ
事
業
ノ
進
捗
ヲ
計
ル
事

八
、
道
具
及
器
具
ハ
指
定
/
場
所
エ
置
ク
一
帯

右
ノ
注
意
ト
心
得
ヲ
怠
リ
タ
ル

4n
ハ
解
雇
セ
ラ
ル
、
事
ア
ル
可

シ

O

O

出

場

ロ

告

一
、
寝
日
ハ
日
割
高
ヲ
以
テ
定
メ
雇
傭
契
約
者
ハ
月
采
-
一
給
料

ヨ
リ
差
引
勘
定
ス

歩
方
漁
夫
ハ
第
一
期
夏
網
柊
了
八
月
末
日
ニ
人
口
割
勘
定
-
一

一
六
七



小
作
規
則
の
後
遺
品
止
に
比
較
に
閲
す
る
研
究
資
料

テ
精
伊
ス

二
、
午
前
午
後
ノ
休
ヲ
各
五
分
ト
定
メ
以
下
之
ユ
依
ル

一
一
一
、
一
日
中
-
一
鰯
二
千
函
以
上
又
ハ
一
千
同
以
上
ノ
漁
獲
ア
リ

グ
ル
ト
キ
休
ミ
ク
ル
者
ハ
二
日
分
ノ
駐
日
金
銭
(
日
割
高
)

ヲ
徴
収
ス

問
、
船
頭
並
-
二
削
船
頭
ノ
指
定
日
ニ
モ
二
日
分
ノ
日
割
金
銭
ヲ

微
牧
セ
ラ
ル
、
コ
ト
ア
ル
可
シ

昭
和
十
一
年
川
月

漁
携
部
員
一
一
川

ι

0

漁

O 

'/.i在

場

O 

O 

場

(
鰍
〉
(
後
士
山
同
一
向
応
町
)

規

定

一
、
臨
時
口
論
附
博
等
ヲ
蹴
禁
ス

ご
、
大
船
出
ハ
勿
論
総
一
ア
役
人
ノ
命
令
ヲ
進
出
一
リ
シ
決
シ
テ
迷
背

ス
ル
事
ナ
ク
粗
暴
粗
野
ノ
行
筋
ア
ル
可
カ
ラ
ズ

一
二
、
各
人
ハ
大
家
放
ノ
一
員
ナ
ル
事
ヲ
考
へ
一
家
和
陸
、
和
合

協
力
、
協
心
シ
テ
能
率
ノ
増
挫
ヲ
努
メ
決
シ
テ
怠
慢
ノ
行
箆

ヲ
ナ
ス
可
カ
ラ
ズ

問
、
火
ノ
用
心
ニ
充
分
注
意
ス
ル
ハ
勿
論
不
正
行
筋
ナ
ド
絶
釘

ユ
ア
ル
可
カ
ラ
ズ

五
、
共
他
組
テ
家
例
ヲ
遜
守
ス
ベ
シ

六
、
元
場
ハ
各
漁
場
ノ
本
様
ナ
レ
パ
一
冗
場
-
一
起
肘
ス
ル
各
人
ハ

自
主
自
隼
紘
一
ア
ニ
於
テ
他
ノ
各
漁
場
ノ
模
範
グ
ル
事
ヲ
心
掛

一
六
八

ク
可
シ

右
ノ
諸
項
堅
ク
守
ル
可
シ

人

別

表

ハ

略

)

P

O

O

漁
場
(
鯨
〉
(
後
志
岡
高
烏
町
)

規

則

第
一
一
保
院
時
口
論
酒
酔
放
蕩
賭
博
等
昨
一
ク
禁
ズ

第
二
僚
主
人
ノ
承
諾
ヲ
得
ル
ニ
非
レ
パ
自
究
ト
雌
モ
漁
合
若

ク
ハ
沖
合
ニ
於
イ
テ
飲
酒
ス
ル
コ
ト
ヲ
禁
ズ

第
三
一
比
四
右
ュ
一
該
首
シ
グ
ル
者
ハ
一
日
叉
ハ
一
度
エ
就
キ
利
料

金
友
ノ
通
リ
相
定
メ
牧
受
ス

一
、
酒
酔
ノ
タ
メ
通
常
ノ
働
ヲ
箆
シ
能
ハ
ザ
ル
カ
荒
ク
ハ
無

断
欠
勤
シ
ク
ル
時
ハ
金
一
闘
也
ノ
科
料

二
、
第
一
俊
ノ
禁
止
ヲ
犯
シ
院
嘩
口
論
賭
博
ヲ
矯
シ
タ
ル
時

ハ
金
一
一
回
也
ノ
科
料

一
一
一
、
第
二
依
ノ
禁
止
ヲ
犯
シ
漁
合
宋
ク
ハ
沖
合
一
一
於
テ
飲
酒

シ
グ
ル
時
ハ
金
一
関
也
ノ
科
料

問
、
百
際
ノ
病
気
又
ハ
高
不
止
符
ヌ
事
故
ノ
ク
メ
主
人
ノ
承

諾
ヲ
斜
テ
休
業
シ
グ
ル
者
ハ
平
日
ニ
ア
リ
テ
ハ
金
二
十
五

銭
、
山
町
揚
・
鯨
「
ツ
プ
シ
」
・
及
ピ
祭
焚
ノ
日
ニ
除
シ
グ
ル

時
=
夜
間
モ
引
綾
キ
休
業
シ
グ
ル
者
ハ
更
ニ
金
十
五
銭
ヲ

増
牧
ス

オ
ロ
シ
ブ
ネ

但
シ
共
夜
起
舶
l
出
舶
シ
タ
ル
時
一
一
限
ル
長

0

0
元

場

漁

場

*?字放は夫有の科料を記帳簿に詑殺する場合に用ひるものである。



五

十

銭

ノ

時

・

川

上

牛

日

二

十

五

銭

ノ

時

・

川

上

牛

日

十

五

銭

ノ

時

O

川
上
牛

H

D

五
、
侭
病
ヲ
巾
立
荒
ク
ハ
怠
慢
ノ
感
動
ヲ
以
テ
第
四
項
一
一
該

首
シ
グ
ル
時
又
ハ
無
断
ニ
テ
欠
勤
ノ
時
ハ
各
五
割
ヲ
増
牧

ス

第
阿
保
科
料
金
前
僚
ノ
通
リ
定
メ
タ
リ
ト
雌
モ
漁
合
ノ
仕
事

ノ
タ
メ
負
傷
シ
ク
ル
者
共
他
主
人
ノ
趨
宜
上
軒
的
減
免
ス
ル

コ
ト
ア
ル
可
シ

第
五
僚
科
料
金
随
分
ノ
区
々
グ
ル
時
ハ
主
人
及
ピ
防
副
ノ
鑑

定
ニ
依
ル

第
六
保
科
料
金
収
受
ェ
際
、
ン
別
ニ
定
ム
ル
モ
ノ
、
他
牛
日
未

満
ハ
牛
日
ヲ
以
テ
一
日
未
満
ハ
一
日
ヲ
以
テ
計
算
ス

第
七
僚
牧
受
シ
グ
ル
科
料
金
ハ
一
人
一
度
ニ
シ
テ
=
一
回
以
上

総
額
シ
タ
ル
時
ハ
コ
一
日
以
内
ノ
分
ハ
精
勤
者
一
一
配
営
ス
共
ノ

宇
日
分
ハ
漁
場
一
一
於
イ
テ
収
受
ス

第
八
僚
九
一
各
自
ノ
配
営
ハ
蹄
頭
及
重
立
者
三
名
以
上
ノ
協

議
ヲ
以
テ
労
働
ノ
優
劣
=
依
リ
海
馬
岩
赤
紫
網
北
ハ
エ
合
併
シ

テ
配
首
ス

第
九
僚
漁
類
ハ
日
掛
共
他
ノ
名
稲
ニ
テ
自
佳
一
一
取
除
キ
叉
、
王

人
ノ
承
諾
ヲ
得
ズ
シ
テ
牧
受
漁
類
ノ
責
却
又
ハ
分
興
ス
ル
コ

ト
ヲ
林
治
ズ

..... 

小
作
規
則
の
護
活
並
に
比
絞
に
闘
す
る
研
究
資
料

第
十
依
此
規
則
一
一
記
載
ナ
キ
事
ハ
主
人
及
ピ
上
長
ノ
命
ユ
随

ヒ
陸
廻
ノ
指
揮
一
一
品
目
ク
可
カ
ラ
ズ

北
バ
拙
円
余
風
一
三
伏
ル
ベ
キ
事

右
之
通
相
定
候
也

年

月
E
八

刷

川

nH 

去
ハ
時
)

仁3

i.~i! 

ふ円

切手

O 

E
O
O合
資
曾
社
漁
業
部

規

定

第
一
保
火
ノ
則
心
ヲ
最
モ
注
意
シ
大
切
一
一
取
扱
フ
可
シ

第
二
依
従
業
員
ハ
業
務
上
一
一
関
ス
ル
長
上
ノ
命
令
ハ
凡
テ
如

何
ナ
ル
事
ヲ
間
ハ
ズ
服
従
ス
ル
コ
ト

第
一
一
一
保
業
務
上
ニ
ツ
キ
各
自
意
見
相
譲
リ
院
時
口
論
等
ノ
不

和
ナ
キ
椋
注
意
ス
吋
シ

第
間
保
各
自
業
務
-
一
ハ
充
分
努
力
シ
凡
テ
九
五
辿
度
ヲ
以
テ
行

フ
可
シ

第
五
僚
陸
上
ニ
一
於
ケ
ル
業
務
ハ
凡
テ
取
締
人
ヨ
ロ
ノ
命
ズ
ル
モ

業
務
ノ
都
合
一
一
ヨ
リ
各
舶
頭
又
ハ
共
代
理
人
ヨ
リ
之
ヲ
命
ジ

又
ハ
直
接
主
任
者
ヨ
リ
命
ズ
ル
事
ア
ル
可
シ

第
六
僚
沖
合
ニ
於
ケ
ル
業
務
ハ
各
舶
珂
又
ハ
代
理
人
ノ
命
-
一

従
ヒ
大
ヲ
遂
行
シ
橡
期
以
上
ノ
漁
獲
ヲ
牧
ム
ル
コ
ト
ニ
努
力

ス
ル
コ
ト

第
七
僚
如
何
ナ
ル
場
合
ヲ
問
ハ
ズ
酒
昨
ノ
タ
メ
附
時
口
論
等

〈
帥

m
u
〈

後

t
u
閥
余
市
町
ゾ

一
六
九



小
作
規
則
の
階
段
建
並
に
比
較
に
闘
す
る
研
究
資
料

旧
民
ク
恨
シ
ム
可
キ
事

第
八
依
諸
道
具
使
用
後
ハ
必
ズ
一
定
ノ
場
所
ニ
牧
ム
ル
コ
ト

但
シ
鯨
群
来
共
他
非
常
ノ
場
合
ハ
勿
論
此
限
ニ
ア
一
フ
ズ

又
取
扱
上
ヨ
リ
拐
容
ア
リ
タ
ル
時
ハ
一
々
共
旨
取
締
人
ユ
巾

出
デ
決
シ
テ
各
自
勝
手
一
一
底
分
セ
ザ
ル
コ
ト

第
九
係
業
務
従
事
中
休
憩
ノ
際
ハ
現
場
一
一
於
イ
テ
休
憩
シ
勝

手
ニ
共
位
置
ヲ
離
ル
可
カ
ラ
ズ
但
シ
風
雨
害
ノ
際
ハ
特
ニ
一
兆

ノ
位
置
ヲ
指
定
ス
ル
コ
ト
ア
ル
可
シ

第
十
位
郎
通
行
人
ノ
誰
彼
ヲ
問
ハ
ズ
明
弁
ス
ル
ノ
行
詰
ハ
隊
一
一
ク

之
ヲ
禁
ズ

第
十
一
一
保
病
試
ユ
テ
休
業
セ
ン
ト
ス
ル
者
ハ
共
旨
取
締
人
=

凪
出
デ
必
ズ
時
師
ノ
診
断
ヲ
受
ケ
テ
休
養
シ
決
シ
テ
無
断
休

業
セ
ザ
ル
事

第
十
二
僚
侭
病
無
断
休
業
ナ
シ
グ
ル
時
ハ
共
ノ
欣
況
-
一
ヨ
リ

損
害
金
ヲ
巾
受
ク
ル
コ
ト
ア
ル
ベ
シ

第
十
一
一
一
保
投
網
揚
網
一
一
シ
テ
群
来
沖
上
ノ
場
合
叉
ハ
e
m

求
、
務
上

ノ
都
合
ニ
ヨ
リ
臨
事
夫
ヲ
鹿
入
レ
タ
ル
時
ハ
第
十
一
依
一
一
日
尚

武
ス
ル
休
業
者
ハ
五
日
ヲ
絞
過
ス
ル
時
ハ
拐
容
金
ト
シ
テ
共

時
ノ
扶
況
一
一
ヨ
リ
之
レ
ヲ
巾
受
ク
ル
コ
ト
ア
ル
ベ
シ

右
規
定
ノ
各
項
ノ
他
官
漁
業
部
ノ
習
慣
ヲ
蹴
守
ス
ベ
キ
モ
ノ
ナ

0
0合
資
合
計
一

漁
業
部

口起下船大取

人

舶締
別

、
、

表
人

、
、

顕一匹
目
け
Hr

c払
h

d
q
l
 

ロH
J

起

体
汲

係

漁

夫

陸
方
助
手
袋
代
停
係

{

会

繰

係

機

健

助

手

大

工

陸

廻

帳

場

手

体

炊

事

長

炊

事

係

R

株
式
曾
社

O
O耀
詰
所

就

業

規

則

第

一

京

総

則

第

一

節

職

工

胆

入 、
、

品
川
I
T
F
 

応
円ιω川同

、
、
、
、
、
、

船
舶
手

、
、

、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、

七

O 

(
鮭
、
鱒
、
蟹
)
(
紋
袋
町
)



第
一
一
保
満
十
六
才
以
下
ノ
者
ハ
職
工
=
ナ
レ
ヌ

第
二
僚
職
エ
ニ
ナ
リ
ク
イ
者
ハ
版
厩
書
及
戸
籍
抄
本
ヲ
出
シ

又
ハ
雇
傭
誼
明
書
ヲ
出
サ
ナ
ケ
レ
バ
ナ
ラ
ヌ

第
三
位
体
職
工
屈
入
後
二
週
間
内
ニ
於
テ
不
通
営
ト
認
ム
ル
ト

キ
ハ
即
時
解
雇
ス
ル
ゴ
ト
ガ
ア
ル

第
山
保
採
用
サ
レ
タ
職
工
ハ
速
カ
一
二
誓
約
書
ブ
出
シ
且
ツ
北
ハ

詑
故
ノ
事
項
仙
波
更
ヲ
生
ジ
タ
ル
場
合
ハ
田
町
デ
ナ
ケ
レ
パ
ナ

-フヌ

職

工

解

雇

第
二
節

第
五
僚
主
ノ
事
由
ガ
ア
ル
ト
キ
ハ
二
週
間
前
ニ
通
知
シ
又
ハ

二
週
間
分
ノ
給
料
ヲ
出
シ
テ
解
雇
サ
レ
ル
コ
ト
ガ
ア
ル

一
、
身
臨
ガ
弱
リ
テ
役
ニ
立
タ
ヌ
ト
キ

二
、
仕
事
ガ
下
手
ナ
者

一
二
、
命
日
枇
ノ
都
合
一
一
ヨ
ル
ト
キ

第
六
僚
主
ノ
事
由
ガ
ア
ル
ト
キ
ハ
即
時
解
雇
サ
レ
ル

一
、
天
災
事
務
デ
仕
事
ガ
出
来
ナ
イ
ト
キ

二
、
職
工
ノ
責
一
一
蹴
ス
ベ
キ
事
由
デ
巳
ム
ヲ
得
ズ
解
雇
ス
ル

ト
キ

第
七
僚
辞
職
ヲ
シ
グ
イ
職
工
ハ
二
週
間
前
、
誇
ヲ
話
シ
テ
係

員
ニ
一
問
問
デ
ナ
サ
イ

第
八
僚
主
ノ
各
競
ノ
何
レ
ニ
カ
首
ル
者
ガ
十
五
日
以
内
一
三
郎

郷
ス
ル
ト
キ
ハ
族
費
ガ
出
ル

小
作
規
則
の
浸
透
並
に
比
較
に
閲
す
る
研
究
資
料

一
、
未
成
年
者
又
ハ
女
子
ガ
工
場
主
ノ
都
合
デ
解
雇
サ
レ
タ

ト
キ

二
、
職
工
負
傷
シ
叉
ハ
疾
病
-
一
躍
リ
解
雇
サ
レ
タ
ト
キ

三
、
職
工
ノ
負
傷
又
ハ
疾
病
ガ
治
癒
シ
テ
モ
終
身
白
川
ヲ
帰

ズ
ル
コ
ト
ガ
出
来
ヌ
ト
キ
叉
ハ
絡
身
労
務
-
一
般
ス
コ
ト
ガ

出
来
ヌ
ト
キ

第

二

本

服

務

心

得

第
一
節
入
場
及
川
地
場

第
九
依
職
工
ハ
就
業
時
間
前
十
五
分
迄
一
一
通
用
門
ヨ
リ
入
場

シ
入
門
ノ
時
ハ
出
勤
簿
ヲ
提
出
シ
退
場
ノ
ト
キ
ハ
共
ヲ
受
取

-
フ
、
ネ
パ
ナ
ラ
ヌ

入
場
シ
グ
者
ハ
作
業
ノ
準
備
ヲ
シ
テ
始
業
ノ
合
同
ト
共
エ
仕

事
ヲ
始
メ
ネ
パ
ナ
ラ
ヌ

作
業
服
ノ
制
定
ア
ル
ト
キ
ハ
必
ズ
之
ヲ
苅
刑
シ
ナ
ケ
レ
パ
ナ

一フヌ

第
十
僚
巳
ム
ヲ
伺
ナ
イ
本
山
デ
早
退
ス
ル
者
ハ
係
長
ノ
許
可

設
ブ
受
取
ツ
テ
門
街
-
一
一
不
サ
ナ
ケ
レ
パ
ナ
ラ
ヌ

第
十
一
僚
病
気
共
他
止
ム
ヲ
得
ナ
イ
事
山
デ
扶
勤
ス
ル
ガ
ハ

始
業
時
間
迄
ニ
音
面
口
頭
又
ハ
停
一
一
三
ア
快
勤
ノ
設
定
日
数
ト

事
山
ト
ヲ
回
出
ナ
ケ
レ
パ
ナ
ラ
ヌ

無
白
紙
勤
」
週
間
以
上
ニ
亙
ル
者
ハ
辞
職
ノ
意
思
ト
汗
倣
ス

コ
ト
ガ
ア
ル

ーじ



小
作
規
則
の
設
建
並
に
比
較
に
閲
す
る
研
・
究
資
料

第
十
二
係
戎
ノ
者
ハ
入
場
ガ
出
来
ヌ
但
シ
川
ノ
場
合
ハ
特
=

許
可
サ
レ
ル
事
ガ
ア
ル

一
、
酒
=
一
昨
ツ
テ
ル
者

二
、
酒
類
兇
器
等
工
場
デ
不
必
要
ナ
物
ヲ
所
持
ス
ル
者

一
一
一
、
工
場
法
施
行
規
則
第
八
僚
又
ハ
北
ノ
法
令
ユ
ヨ
リ
就
業

ヲ
禁
ゼ
ラ
レ
テ
居
ル
者

川
、
三
十
分
以
上
ノ
遮
刻
者

第
二
節
就
業
時
間
休
憩
休
日

第
十
三
僚
就
業
時
間
ハ
午
前
六
時
ヨ
リ
午
後
六
時
迄
デ
ス
尤

モ
此
時
間
ハ
場
合
-
一
ヨ
リ
多
少
ノ
挫
更
ガ
ア
リ
マ
ス

第
十
川
僚
工
場
ノ
都
合
デ
時
間
外
勤
務
ヲ
命
ズ
ル
コ
ト
ガ
ア

リ
マ
ス

第
十
五
僚
休
憩
ノ
時
間
ハ
午
前
六
時
ヨ
リ
三
十
分
正
午
ヨ
リ

三
十
分
デ
ス
共
他
ノ
休
憩
時
間
ニ
付
テ
ハ
工
場
内
エ
掲
示
シ

マ
ス
食
事
ハ
所
定
ノ
場
所
デ
休
憩
中
ニ
ナ
シ
マ
一
此
時
一
一
ハ
外

来
者
ト
ノ
商
品
問
ガ
出
来
マ
ス

第
十
六
僚
休
日
ハ
左
ノ
通
リ
デ
ス
但
シ
工
場
ノ
都
合
一
一
ヨ
リ

之
ヲ
鹿
シ
若
ク
ハ
雄
一
克
ス
ル
コ
ト
ガ
ア
リ
マ
ス

一
、
毎
月
第
一
及
ピ
第
三
日
曜
日
ト
ス

前
項
ノ
外
特
殊
ノ
必
要
ア
ル
場
合
-
一
ハ
臨
時
休
業
ス
ル
コ

ト
ガ
ア
ル

第
十
七
佼
弐
ノ
場
合
ハ
休
日
ト
宥
倣
ス
但
シ
第
十
一
一
保
ノ
手

一
七

韻
ヲ
シ
ナ
イ
ト
無
間
欠
勤
ト
ナ
リ
マ
ス

一
、
父
母
配
偶
者
及
子
ノ
死
亡
ユ
ハ
五
日

二
、
徴
兵
検
主
及
簡
閲
馳
呼
ノ
首
日

三
、
停
染
病
ノ
震
メ
交
通
遮
断
セ
ラ
レ
タ
ト
キ

問
、
天
災
地
経
ノ
災
害
=
遭
遇
シ
タ
ト
キ

第
三
節
危
害
課
防
及
街
生

第
十
八
僚
工
場
内
ノ
災
害
防
止
又
ハ
安
全
規
則
ハ
厳
ユ
守
ラ

、
ネ
パ
ナ
ラ
ヌ

喫
畑
ハ
休
憩
時
間
中
定
メ
ノ
場
所
デ
シ
ナ
ケ
レ
バ
ナ
ラ
ヌ

弟
十
九
僚
災
害
ガ
護
生
ス
ル
危
険
ヲ
鷲
見
シ
グ
時
ハ
直
ニ
係

長
北
パ
他
趨
営
ナ
者
ニ
知
ラ
セ
ナ
ケ
レ
パ
ナ
ラ
ヌ

弟
二
十
僚
職
工
ユ
釣
シ
テ
ハ
健
康
診
断
ヲ
行
ブ
事
ガ
ア
ル

衛
生
上
有
害
ト
認
メ
又
ハ
工
場
法
規
一
一
ヨ
リ
就
業
ヲ
禁
ズ
ベ

キ
疾
病
ア
ル
ト
キ
ハ
期
間
ヲ
定
メ
テ
休
業
ヲ
命
ズ
ル

第
二
十
一
一
保
工
場
内
デ
負
傷
シ
叉
ハ
疾
病
一
一
躍
ツ
ク
ト
キ
ハ

直
ニ
事
務
所
一
一
回
出
腸
託
醤
ノ
診
断
治
療
ヲ
交
ケ
ナ
ケ
レ
パ

ナ
ラ
ヌ
第
一
一
一
市
職
工
ノ
待
遇

第

一

節

賃

銀

第
二
十
二
依
賃
金
=
ハ
日
給
ト
出
来
高
給
ト
ア
ル

第
二
十
三
保
賃
金
ハ
日
給
ノ
約
七
十
日
ヲ
前
貸
シ
残
金
及
出

来
高
級
ハ
切
揚
f
際
支
給
ス



第
二
十
問
俊
夫
ノ
事
山
ア
ル
ト
キ
ハ
前
僚
ニ
不
拘
支
抑
ノ
請

F

、r
'
1
4
r
t
J

d
叶

式

叫

u・忍
A

つ

λ

一
、
職
工
ノ
死
亡

二
、
解
職
又
ハ
辞
職
シ
グ
ル
ト
キ

一
二
、
一
ヶ
月
以
上
ュ
瓦
リ
テ
師
郷
ス
ル
ト
キ

問
、
結
婚
葬
儀
ノ
グ
メ
出
費
ヲ
要
ス
ル
ト
キ

五
、
職
工
ガ
山
内
産
ノ
費
用
一
で
充
ツ
ル
ト
キ

職
ヱ
ガ
不
慮
ノ
災
害
ニ
ヨ
ル
支
出
ニ
充
ツ
ル
ト
キ

職
工
叉
ハ
共
家
族
ガ
負
傷
又
ハ
疾
病
一
一
椛
リ
療
養
ヲ
嬰

ス
ル
ト
キ

共
他
己
ヲ
得
ザ
ル
事
山
ア
ル
ト
キ

第

二

節

賞

別

部
二
十
五
依
職
工
ノ
成
蹟
及
出
快
ヲ
考
慮
シ
テ
切
揚
ノ
際
賞

興
ヲ
支
給
ス
ル
コ
ト
ガ
ア
ル

第
二
十
六
僚
主
ノ
者
ハ
特
別
式
典
ヲ
支
給
ス
ル
コ
ト
ガ
ア
ル

一
、
仕
事
上
有
盆
ナ
ル
護
明
改
良
ヲ
シ
テ
之
ヲ
舎
壮
一
一
使
用

セ
シ
メ
タ
モ
ノ

二
、
災
守
ヲ
橡
防
シ
ク
者

一
二
、
事
鑓
ノ
ア
ル
場
合
抜
群
ノ
働
キ
ヲ
シ
グ
者

凶
、
誠
賓
勤
勉
技
術
優
秀
一
一
シ
テ
他
ノ
模
範
ト
ナ
ル
者

第

三

節

懲

戒

第
二
十
七
係
職
工
ハ
本
規
則
ニ
ヨ
ル
外
懲
戒
ヲ
受
ケ
ル
コ
ト

小
作
規
則
の
地
球
建
並
に
比
較
に
闘
す
る
研
究
資
料

ハ
ナ
イ

第
二
十
八
保
懲
戒
ハ
詰
責
減
給
僻
屈
ノ
二
一
一
位
ト
ス

懲
戒
ハ
工
場
長
ニ
ヨ
リ
謀
セ
ラ
ル

第
二
十
九
保
詰
責
ハ
始
末
書
ヲ
提
出
セ
シ
メ
減
給
制
ハ
一
日

日
一
ツ
キ
賃
令
-
ノ
一
一
一
分
ノ
一
ヲ
超
エ
ヌ
モ
ノ
ト
ス

第
一
二
十
保
詰
責
ノ
受
ケ
ル
場
合

一
、
本
規
則
三
巡
反
ス
ル
モ
軒
微
ナ
ル
場
合
又
ハ
前
駅
的
量

ノ
飴
地
ア
ル
場
合

二
、
災
害
援
防
規
則
二
目
告
以
ス
ル
モ
軒
微
ナ
ル
場
合

第
三
十
一
日
係
左
ノ
場
合
ハ
減
給
サ
ル
、
コ
ト
ガ
ア
ル

一
、
過
失
デ
物
品
ヲ
設
シ
又
ハ
製
作
ヲ
誤
ツ
グ
ト
キ

二
、
火
気
ノ
取
扱
不
注
意
又
ハ
一
定
ノ
場
所
以
外
デ
喫
畑
ノ

ト
キ

三
、
就
業
時
間
中
ニ
横
臥
睡
眠
共
他
著
シ
ク
怠
慢
ナ
ル
者

第
三
十
二
僚
主
ノ
者
ハ
減
給
又
ハ
即
時
解
雇
ト
ナ
ル

一
、
雇
入
ノ
際
氏
名
粧
一
際
ヲ
詐
リ
共
他
詐
術
ヲ
川
ヒ
タ
者

二
、
工
場
内
ノ
秘
街
ヲ
漏
沌
シ
タ
者

三
、
合
枇
ノ
物
日
間
ヲ
窃
ニ
持
出
シ
又
持
出
サ
ン
ト
ス
ル
者

問
、
上
位
ニ
暴
行
シ
不
法
一
二
組
迫
ヲ
加
ヘ
グ
ル
者

一
丘
、
故
意
ニ
工
場
ノ
設
備
器
共
ヲ
破
壊
シ
共
他
工
場
-
一
糾
害

ヲ
加
ヘ
ク
ル
者

六
、
附
博
叉
ハ
之
ニ
類
似
ノ
行
待
ヲ
潟
シ
グ
ル
者

一
七
三



小
作
規
則
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波
注
放
に
比
絞
に
閲
す
る
研
究
資
料

本
規 十十九八七
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ハ 、男始工私
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場=提院作
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秩キセ口又
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ヲ紀ルヲ製
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ニス グシ
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リ
貰
施
ス
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j
h
t
ι
H
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z
h
リ

E
一

h
A
h
初
主
ノ
高
・
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A. 

鯨

漁

業
漁
業
雇
傭
契
約
書

拙
者
儀
貸
家
ノ
腕
取
リ
漁
業
努
働
者
一
三
被
居
候
一
一
付
光
ノ
各
剖

ヲ
履
行
可
致
候

一
、
腕
漁
業
労
働
服
務
期
間
ハ

O
年

O
月
O
日
ヨ
リ
同
年

O
月

O
日
一
一
五
ル
迄
ト
ス

但
鯨
群
来
期
及
天
候
ユ
ヨ
リ
収
穫
物
製
浩
乾
ト
一
、
ゲ
等
千
年
ヨ

リ
後
ル
時
ハ
従
テ
服
務
期
間
ハ
首
然
延
パ
サ
ル
一
川
d

キ
者
ト
ス

一
、
被
傭
中
ハ
風
浪
ノ
危
険
ヲ
同
シ
或
ハ
聾
夜
ノ
直
別
ナ
ク
長

重
劇
ノ
労
働
ヲ
ナ
ス
ベ
キ
事
ハ
勿
論
貴
家
ノ
慣
例
及
家
法
一
一

随
ヒ
百
般
ノ
労
働
可
致
モ
ノ
ナ
レ
パ
決
シ
テ
詮
中
解
傭
ヲ
求

メ
ザ
ル
モ
ノ
ト
ス

(
改
正
前
〉
後
志
地
方
一
般

士:
四

一
、
給
料
ノ
儀
ハ
五
分
九
一
/
等
級
ヲ
以
テ
賜
給
ヲ
受
可
モ
ノ

ト
ス
但
一
生
九
一
一
プ
交
ク
ル
モ
ノ
ハ
金
同
夫
ヨ
リ
等
迄
」
均
等

金
凶
宛
減
額
ノ
事

一
、
給
料
ノ
儀
ハ
前
項
ノ
如
シ
ト
郎
モ
九
一
等
級
一
二
迎
合
セ
ザ

ル
モ
ノ
ト
認
メ
ラ
ル
ル
ト
キ
ハ
雇
主
一
一
一
於
テ
相
官
額
ヲ
賜
給

セ
ラ
ル
事

一
、
弊
働
服
務
地
ヲ
北
海
道
岡
郡
村
ニ
於
テ
履
行
ス

一
、
只
今
給
料
ノ
内
前
借
ス
返
楠
ノ
方
法
ハ
給
料
決

算
ノ
節
精
算
可
致
尤
モ
本
金
一
一
限
ラ
ズ
他
ニ
併
川
金
口
川
等
有

之
節
ハ
悉
皆
ヲ
奉
グ
テ
精
算
可
致
事

一
、
此
契
約
ヲ
履
践
シ
貴
殿
指
定
ノ
漁
場
ニ
行
カ
ザ
ル
カ
若
ク

ハ
本
人
遁
心
一
此
シ
グ
ル
カ
又
ハ
疾
病
共
他
ノ
事
故
ニ
ヨ
リ
持
働

セ
ザ
ル
ト
キ
ハ
特
約
連
帯
人
ハ
契
約
本
人
ト
相
連
帯
シ
前
借

金
及
前
借
シ
タ
ル
ト
キ
ヨ
リ
利
息
制
限
法
最
高
知
ノ
利
息
ヲ

加
へ
賠
償
可
致
約
定
ノ
事

一
、
前
項
ノ
場
合
一
一
於
テ
ハ
直
裁
判
所
-
一
於
テ
裁
判
ヲ
受

ク
ル
コ
ト
特
一
一
合
意
ス
ル
モ
ノ
也

右
後
設
ノ
錆
メ
漁
業
雇
傭
契
約
設
一
札
如
件

年

月

日特本

*'1 
連

人 人



13. 

鯨

漁

業
円
改
正
後
協
定
ニ
ヨ
ル
モ
ノ
)
北
海
遺
一
般

被

雇

契

約

設

第

一

一

係

金

闘

也

給

料

金

額

内

金

凶

前

借

金

ト

シ

テ

正

-

二

父

取

中

候

第

二

保

持

務

ニ

版

ス

ベ

キ

期

間

ヲ

昭

和

年

月

日

ヨ

リ

昭
和
年
月
日
迄
ト
ス
労
務
期
間
ヲ
延
長
シ
ク
ル
ト
キ

ハ
雇
主
ハ
延
長
日
数
ニ
肱
ジ
日
制
賃
金
ヲ
支
梯
フ
モ
ノ
ト
ス

第
三
保
持
務
期
間
内
ノ
食
料
及
契
約
義
務
ヲ
履
行
シ
グ
ル
場

合
ノ
居
位
地
労
務
地
問
ノ
往
路
及
労
務
地
青
萩
港
問
ノ
復
路

旗
費
ハ
雇
主
ノ
負
捨
グ
ル
モ
ノ
ト
ス
父
母
妻
子
等
危
篤
一
一

際
シ
組
合
ヨ
リ
邸
宅
ノ
申
込
ア
リ
之
ヲ
雇
主
一
一
於
テ
承
諾
シ

グ
ル
場
合
ノ
給
金
ハ
郎
還
y
日
ヲ
以
テ
日
割
計
算
ト
シ
共
ノ

族
究
ハ
白
排
グ
ル
モ
ノ
ト
ス

第
四
僚
労
務
一
一
服
ス
ベ
キ
漁
場
ハ
北
海
道
郡
ハ
市
)

鯨
漁
場
ト
シ
漁
拐
、
製
造
、
搬
出
及
之
ニ
一
安
ス
ル
準
備
並
-
一

柊
了
時
ノ
整
理
ノ
附
労
務
-
一
服
ス
ル
モ
ノ
ト
ス

民
主
ノ
都
合
一
一
依
リ
漁
場
又
ハ
M
労
務
ノ
種
類
ヲ
経
吏
セ
ン

h

ス
ル
ト
キ
ハ
労
務
者
ノ
承
諾
ア
要
ス

雇
主
削
労
務
者
ノ
承
諾
ヲ
得
ズ
シ
テ
漁
場
叉
ハ
附
労
務
ノ
種
類
ヲ

竣
吏
シ
グ
ル
ト
キ
ハ
持
務
者
ハ
契
約
ヲ
解
除
ス
ル
コ
ト
ヲ
作

師
ニ
労
務
一
一
服
シ
グ
ル
後
前
項
ニ
基
キ
労
務
者
契
約
ヲ
解
除

シ
タ
ル
ト
キ
ハ
附
労
務
一
一
服
シ
グ
ル
日
数
ヲ
日
割
計
算
ト
シ
テ

小
作
規
則
の
登
建
並
に
比
較
に
闘
す
る
研
究
費
料

扮
料
金
額
ヨ
リ
差
引
キ
グ
ル
残
制
ヲ
匹
ニ
一
船
主
ニ
支
椀
フ
モ

ノ
ト
ス

第
冗
保
持
務
期
間
中
労
務
者
ハ
口
船
主
ノ
正
賞
ナ
ル
指
揮
ス
ハ

善
良
ナ
ル
漁
場
ノ
慣
習
一
一
従
ヒ
誠
賢
一
ニ
労
務
-
一
服
シ
撞
リ
ニ

飲
酒
ヲ
ナ
シ
又
ハ
自
佳
-
一
休
業
ヲ
震
サ
ず
ル
ハ
勿
論
賭
博
共

ノ
他
一
切
不
法
ガ
マ
シ
キ
行
潟
ヲ
ナ
サ
マ
ル
コ
ト

第
六
位
陣
前
僚
ニ
迷
反
ス
ル
行
筋
-
一
囚
リ
解
雇
セ
ラ
レ
タ
ル
ト

キ
ハ
弊
務
宥
ハ
師
ニ
日
労
務
一
一
服
シ
グ
ル
日
数
ヲ
日
制
計
算
ト

シ
テ
給
料
金
額
ヨ
リ
差
引
キ
グ
ル
残
額
及
前
借
金
ノ
拾
分
ノ

宣
ニ
相
官
ス
ル
建
約
金
ヲ
直
一
一
雇
主
ニ
・
文
抑
フ
モ
ノ
ト
ス

病
気
共
他
止
ム
ヲ
得
ザ
ル
事
巾
=
依
リ
労
務
一
一
服
ス
ル
能
ハ

ザ
ル
ニ
ア
主
リ
タ
ル
ト
キ
ハ
前
項
ノ
違
約
金
ハ
之
ヲ
免
除
ス
ル

モ
ノ
ト
ス

第
七
依
本
契
約
ヲ
民
行
ス
ル
能
ハ
ザ
ル
ニ
}
主
リ
タ
ル
ト
キ
ハ

前
借
金
前
借
金
ノ
五
分
ノ
萱
ニ
相
常
ス
ル
建
約
金
及
前
借
金

一
一
割
ス
ル
月
笠
沙
ノ
割
合
ノ
利
子
ヲ
庄
三
船
主
一
一
支
姉
フ
モ

P 
ノ

ト
ス

契
約
締
結
後
出
立
前
日
ニ
労
務
者
一
一
於
テ
病
気
共
ノ
他
止
ム
ヲ

作
ザ
ル
事
山
一
三
依
リ
労
務
一
一
服
ス
ル
能
ハ
ザ
ル
ニ
歪
リ
タ
ル

ト
キ
ハ
契
約
ノ
解
除
ヲ
局
シ
又
ハ
雇
主
ノ
承
諾
ヲ
作
テ
代
人

ヲ
シ
テ
附
労
務
一
一
服
セ
シ
ム
ル
コ
ト
ヲ
符

前
項
ニ
基
キ
契
約
ヲ
解
除
シ
グ
ル
場
合
一
一
ハ
労
務
者
ハ
前
借

一
七
五



小
作
規
則
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後
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放
に
比
較
に
附
す
る
研
究
資
料

金
及
前
借
金
ニ
釣
ス
ル
月
公
歩
ノ
訓
合
ノ
利
子
ヲ
直
一
二
え
挑

フ
モ
ノ
ト
ス

第
八
保
契
約
締
結
後
民
主
ノ
都
合
一
一
依
リ
解
約
シ
グ
ル
ト
キ

ハ
雇
主
ハ
前
借
金
ノ
拾
分
ノ
定
一
一
相
官
ス
ル
淫
約
金
ヲ
百
一
一

労
務
者
一
一
支
抑
フ
モ
ノ
ト
ス

第
九
依
終
業
シ
タ
ル
ト
キ
ハ
牧
佐
一
向
ノ
試
作
一
宏
分
ノ
立

7

(
控
除
額
ハ
従
来
ノ
例
エ
依
ル
)
手
首
ト
シ
テ
全
員
一
三
給
血
(

ス
ル
モ
ノ
ト
ス

前
項
ノ
手
首
ノ
給
興
ヲ
受
ケ
グ
ル
ト
キ
ハ
労
務
者
-
一
於
テ
配

首
策
ヲ
作
リ
胆
主
ノ
承
諾
ヲ
絞
テ
八
刀
配
ス
ル
モ
ノ
ト
ス

第
十
保
持
務
期
間
中
業
務
ニ
必
キ
疾
病
エ
椴
リ
若
ク
ハ
負
傷

シ
ク
ル
ト
キ
ハ
居
主
ノ
負
捨
ヲ
以
テ
隣
国
時
ノ
方
法
ヲ
講
ジ
労

務
エ
服
ス
ル
能
ハ
ザ
ル
ト
キ
ハ
師
還
セ
シ
ム
ル
モ
ノ
ト
ス

労
務
期
間
中
業
務
ユ
基
キ
死
亡
シ
又
ハ
負
傷
シ
テ
将
来
同
労
働

-
一
耐
ヘ
ザ
ル
ト
キ
ハ
慰
新
料
ト
シ
テ
金
一
参
拾
附
以
上
武
百
同

以
内
ヲ
支
給
ス
ル
モ
ノ
ト
ス

業
務
ニ
一
恭
キ
負
傷
シ
父
ハ
疫
病
乙
悦
リ
タ
ル
ト
キ
ハ
治
療
中

給
料
ハ
減
額
セ
ズ

業
務
一
一
基
カ
ザ
ル
負
傷
叉
ハ
疾
病
-
一
悶
リ
休
業
ス
ル
場
合
ト

難
モ
休
業
五
日
以
内
ナ
ル
ト
キ
ハ
給
料
ヲ
減
額
セ
ズ

第
十
一
一
保
連
指
保
詩
人
ハ
労
務
者
一
一
於
テ
本
契
約
ヲ
川
以
行
セ

ザ
ル
場
合
ハ
直
エ
之
ガ
一
切
ノ
責
ヲ
負
フ
モ
ノ
ト
ス

一
七
六

部
十
二
保
本
契
約
一
一
闘
シ
訴
訟
ヲ
提
起
ス
ル
場
合
ハ
小
樽
直

裁
判
所
ヲ
以
テ
管
特
裁
判
所
ト
ス

右
契
約
悦
也

沼
和

-牟
al
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漁

業

(

漁

拶

〉

渡

島

凶

森

町

被

腿

詮

書

筋

一

一

保

被

居

期

間

ハ

昭

和

年

月

日

ヨ

リ

川

年

月

日
迄
ト
シ
茅
部
制
森
町
エ
於
テ
貴
殿
御
指
定
ノ
漁
場
一
一

テ
漁
業
及
製
匙
-
一
闘
ス
ル
海
陸
諸
般
ノ
努
務
一
一
従
事
ス
ル
コ

ト
ア
約
諾
ス

泊
二
保
被
尿
期
間
中
ノ
賃
金
及
報
酬
ハ
歩
方
制
度
ト
シ
左
記

ノ
通
リ
漁
場
従
業
員
会
部
一
一
封
シ
給
興
相
成
共
剖
合
ハ
上
位

ノ
意
見
一
一
依
リ
肱
分
ノ
配
首
ヲ
受
ク
ル
コ
ト
ニ
異
議
ナ
キ
コ

村illj"

呑
土tl!

中、J!nJ

零
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C.厄1
鰯王

第
一
一
一
保
前
借
金
ト
シ
一
ア
ボ
尾
記
載
ノ
逝
リ
借
受
タ
ル
コ
ト
貫

正
也
而
シ
テ
該
前
借
金
ハ
雇
傭
期
間
内
ノ
労
働
賃
金
ヲ
以
テ

耕
桝
ス
ベ
ク
若
シ
賃
金
ガ
前
借
金
ユ
充
タ
ザ
ル
場
合
一
一
ハ
本



人
及
連
帯
人
ニ
於
テ
連
帯
責
任
ヲ
以
テ
排
償
ス
ル
コ
ト

第
川
保
被
居
期
間
中
ハ
漁
場
上
役
ノ
指
揮
一
一
従
ヒ
御
規
則
ヲ

八
迫
ん
寸
ス
ル
ハ
勿
論
労
役
ノ
何
タ
ル
ヲ
問
ハ
ズ
誠
賞
労
務
一
一
服

ス
ル
コ
ト

第
五
保
被
居
期
間
中
疾
病
共
他
自
己
ノ
過
失
ニ
依
リ
休
業
或

ハ
普
通
州
労
働
ヲ
箆
シ
能
ハ
ザ
ル
場
合
ハ
巾
受
ク
ベ
キ
歩
方
金

ノ
内
ヨ
リ
御
規
定
ノ
割
合
叉
或
上
役
ノ
御
見
込
ヲ
以
テ
引
去

リ
御
勘
定
受
ク
ル
モ
異
議
ナ
キ
事

第
六
僚
喧
陣
争
論
賭
博
或
ハ
不
正
行
錯
ア
リ
グ
ル
場
合
荒
ク

ハ
他
人
ヲ
煽
勤
シ
悪
事
ヲ
企
テ
同
盟
罷
業
等
ヲ
箆
シ
労
務
ヲ

怠
リ
筋
メ
ュ
貴
殿
=
迷
惑
損
害
ヲ
蒙
ラ
シ
メ
タ
ル
場
合
ハ
連

帯
責
任
ヲ
以
テ
述
カ
ニ
御
損
害
金
全
部
ノ
排
償
致
ス
ベ
キ
事

第
七
僚
被
居
契
約
締
結
後
遺
約
叉
ハ
解
約
セ
ル
場
合
ハ
前
借

金
ハ
勿
論
倫
ホ
之
ニ
囚
リ
テ
生
ジ
タ
ル
一
切
ノ
招
窓
口
一
一
充
一
ア

金
闘
也
ヲ
拍
限
定
損
害
ト
シ
テ
本
人
及
連
帯
人
ヨ
リ
即
時

賠
償
ス
ペ
キ
コ
ト

前

借

金

闘

也

昭

和

年

月

前

借

金

闘

也

昭

和

年

月

前

借

金

闘

也

昭

和

年

月

右
保
項
承
諾
ノ
上
被
居
者
一
札
差
入
候
也

昭

和

年

月

日
本

籍
4
所

日
前
借
受
取
認
印

日
前
借
受
取
認
印

日
前
借
受
取
認
印

小
作
規
則
の
妥
逮
並
に
比
較
に
闘
す
る
研
究
資
料

被
雇
人

1fミ

月

日
生

本

籍

{

所連
帯
人

O 

O 

B投

鰯

漁

業
被

雇

鐙

書

第

一

一

保

被

居

期

間

ハ

昭

和

年

月

日

ヨ

リ

同

年

月

日
迄
ト
シ
貴
殴
御
粧
管
ノ
森
町
宇
中
ノ
川
鮒
雌
詰
工
場

エ

ト

シ

テ

被

雇

勤

務

ス

ル

コ

ト

ヲ

約

諾

ス

第
二
保
賃
金
ハ
戎
ノ
如
ク
巾
受
ケ
候
事
ニ
合
意
ス

日

給

自

午

前

時

至

午

後

時

一

日

ニ

付

金

定

時

外

一

時

間

=

付

キ

金

ノ

割

第
一
一
一
保
給
料
前
借
金
ト
、
ン
テ
弐
ノ
迅
リ
前
借
受
取
中
候

金

闘

也

昭

和

年

月

日

金

同

也

昭

和

'

年

月

日

部
川
保
被
雇
契
約
締
結
後
遺
約
又
ハ
解
約
セ
ル
場
合
ハ
共
事

山
ノ
如
何
ヲ
不
問
給
料
前
借
金
並
-
一
違
約
金
ト
シ
テ
金
参
拾

附
也
ヲ
本
人
及
連
帯
人
ヨ
リ
連
帯
責
任
ヲ
以
テ
即
時
賠
償
ス

ベ
キ
コ
ト

第
一
九
依
前
借
金
ハ
被
居
期
間
内
ノ
労
働
賃
金
ヲ
以
テ
排
消
ス

ベ
ク
清
シ
賃
金
ガ
前
借
金
ニ
充
グ
ザ
ル
場
合
ハ
本
人
叉
ハ
連

(
製
造
〉
前
項
ト
同
一

一
七
七



小
作
規
則
の
波
法
対
一
に
比
較
に
闘
す
る
附
究
資
料

帯
人
ニ
於
テ
直
一
三
蝉
償
ス
ル
コ
ト

第
六
位
陣
被
民
期
間
中
ハ
上
役
ノ
指
抑
ニ
従
ヒ
弊
務
ノ
何
ク
ル

ヲ
不
問
琵
夜
ニ
不
係
誠
』
百
附
労
務
一
一
服
ス
ル
コ
ト

右
依
頃
承
諾
ノ
L
し
被
雇
詮
吉
一
札
差
入
候
也

ー

l

f

j

叫

川

干

や

ム

辺

』

仁

}

移
v

O E
北

洋

漁

業

一
参
銭
牧

一
入
印
紙

一
金内
金金

居
El 
人

~Iミ

H 
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-
辿
帯
保
詩
人

n 、J

』設

(
本
一
批
函
館
市
)

被
一
舵
契
約
書
官
隆
俊
隆
院
院

本

籍
住

所被
居

人

本

籍
'f

所
連
帯
保
詮
人

本

籍
4

所
連
帯
保
設
人

同
也
被
児
期
間
給
典
前
受
金

昭

和

年

月

日

受

取

昭

和

年

月

日

受

取

Fヒ
ノ、

第
一
俊
被
一
川
人
ハ
限
主
指
定
ノ
到
北
地
各
漁
工
場
一
三
於
テ
ソ

ノ

指

揮

-

一

従

ヒ

ト

シ

テ

昭

和

年

度

漁

期

間

諸

般
ノ
労
務
一
一
服
ス
ル
モ
ノ
ト
ス

第
二
依
被
原
人
ノ
給
料
ハ
日
割
計
算
ト
ス

被
一
組
人
ノ
日
給
ハ
平
均
日
給
、
続
一
両
日
給
、
故
低
日
給
-
一
閥

ス
ル
一
船
主
ノ
規
定
一
一
準
操
シ
テ
被
毘
人
ノ
勤
務
航
態
一
一
ヨ
リ

毘
主
之
ヲ
定
ム

第
一
斗
僚
給
料
ハ
函
館
諮
問
帆
日
前
二
日
ヨ
リ
起
算
シ
各
現
業

地
ニ
ヨ
リ
完
メ
ラ
レ
タ
ル
切
揚
舶
入
港
深
定
日
ヲ
以
テ
打
切

ル
モ
ノ
ト
ス

部
内
保
被
舵
人
ハ
民
主
ノ
規
定
一
二
従
ヒ
給
料
ノ
他
割
増
給
料

九
一
金
、
ソ
ノ
他
ノ
手
首
ヲ
受
ク
ル
モ
ノ
ト
ス

第
五
保
被
雇
者
、
一
年
一
十
一
ノ
差
同
一
一
従
ヒ
入
呑
シ
ク
ル
口
ヨ
リ

切
揚
解
散
迄
ノ
食
料
及
函
館
港
、
労
務
地
問
ノ
往
復
族
費
並

-
一
被
民
契
約
地
ヨ
リ
函
館
迄
ノ
狭
山
丸
ハ
別
ニ
定
ム
ル
規
定
-
一

伏
リ
一
船
主
負
捨
ト
ス

郊
六
依
給
料
、
九
一
金
、
ソ
ノ
他
ノ
手
首
ハ
切
揚
船
同
館
入

地
ト
同
時
一
一
精
穿
シ
前
受
金
ヲ
差
引
ク
モ
ノ
ト
ス

若
シ
精
算
金
ガ
前
受
金
ニ
建
セ
ザ
ル
場
合
一
一
ハ
被
原
人
ハ
直

チ
一
二
其
差
額
ヲ
民
主
一
一
返
還
ス
ル
モ
ノ
ト
ス

第
七
僚
被
服
人
ガ
誠
賓
ニ
眠
中
一
指
定
ノ
作
主
一
一
従
事
シ
秩
序

ヲ
碓
守
ス
ベ
キ
ハ
勿
論
帝
悶
並
-
一
露
国
ノ
法
令
ニ
準
械
シ
遼



品
目
セ
ザ
ル
モ
ノ
ト
ス

第
八
依
被
原
人
ハ
時
間
法
令
ニ
従
ヒ
特
ェ
「
ア
ル
コ
ー
ル
」

北
パ
他
刑
制
ヲ
携
帯
ス
ル
コ
ト
ヲ
得
ズ
又
交
換
商
品
質
ヲ
日
的
ト

シ
テ
物
品
ヲ
掛
帯
ス
ル
コ
ト
ヲ
得
ズ

第
九
依
被
居
人
二
依
ノ
規
定
二
地
背
シ
タ
ル
ト
キ
ハ
民
主
ニ
，

生
ジ
タ
ル
線
テ
ノ
担
害
ヲ
賠
償
ス
ベ
キ
ハ
勿
論
ソ
ノ
物
品
「
プ

波
牧
破
段
ス
ル
等
埴
宜
/
底
置
ニ
封
シ
不
服
無
之
モ
ノ
ト
ス

前
項
ノ
場
合
一
一
ハ
給
料
手
首
ヲ
支
給
セ
ズ
叉
ハ
労
務
一
一
服
シ

タ
ル
期
間
/
給
料
手
常
ヲ
給
興
シ
テ
直
チ
一
二
御
原
セ
ラ
ル
、

コ
ト
ア
ル
ベ
シ
但
シ
共
場
合
師
岡
費
用
ハ
被
原
人
ノ
負
捨
ト

ス
第
十
僚
漁
期
中
被
院
人
ノ
責
任
一
一
ヨ
リ
テ
解
脱
セ
ラ
レ
タ
ル

ト
キ
ハ
前
受
金
並
ニ
前
受
金
ノ
十
分
ノ
了
一
相
官
ス
ル
遺
約

金
ヲ
支
榔
プ
モ
ノ
ト
ス
れ
シ
病
気
ソ
ノ
他
不
可
抗
力
=
ヨ
ル

場
合
ハ
違
約
金
ヲ
婆
セ
ザ
ル
モ
ノ
ト
ス

第
十
一
一
保
被
居
人
不
参
ノ
場
合
ハ
前
交
金
ノ
五
分
ノ
一
一
一
相

営
ス
ル
違
約
金
及
前
受
金
エ
封
ス
ル
月
一
分
ノ
利
子
ヲ
附
シ

テ
前
受
金
ト
北
ハ
ユ
直
チ
=
一
船
主
ニ
支
掛
フ
モ
ノ
ト
ス

但
シ
不
参
カ
病
気
ソ
ノ
他
不
可
抗
力
ニ
ヨ
ル
場
合
ハ
前
項
珪

約
金
ヲ
要
セ
ザ
ル
モ
ノ
ト
ス
但
シ
コ
ノ
場
合
本
人
ガ
病
気
共

他
不
可
抗
力
=
ヨ
リ
テ
不
参
シ
タ
ル
コ
ト
ヲ
診
断
書
叉
ハ
詩

明
書
ヲ
添
付
シ
巾
出
テ
グ
ル
時
ハ
前
項
遺
約
金
ヲ
琵
除
ス

小
作
規
則
の
愛
詮
並
に
比
較
に
閲
す
る
研
究
資
料

第
十
二
僚
被
原
人
病
気
ソ
ノ
他
不
可
抗
力
ユ
ヨ
リ
テ
契
約
ヲ

履
行
シ
符
ザ
ル
場
合
ハ
民
主
ノ
承
認
ヲ
作
テ
代
人
ヲ
シ
一
ア
同
労

務
=
服
セ
シ
ム
ル
コ
ト
ヲ
何
ル
モ
ノ
ト
ス

第
十
一
一
一
候
被
原
人
労
務
期
間
中
労
務
-
一
ヨ
リ
疾
病
一
一
服
リ
又

ハ
負
傷
シ
タ
ル
ト
キ
ハ
毘
、
一
ト
一
ノ
指
同
=
従
ヒ
ソ
ノ
負
捨
ヲ
以

テ
療
養
セ
シ
ム
加
山
町
中
ハ
努
務
ニ
版
ス
ル
コ
ト
ヲ
件
ザ
ル
場

合
ト
雌
モ
給
料
ノ
全
額
ヲ
交
ク
ル
モ
ノ
ト
ス

第
十
阿
保
被
居
人
労
務
期
間
中
労
務
一
一
ヨ
ラ
ズ
疾
病
一
一
服
リ

叉
ハ
負
傷
シ
タ
ル
ト
キ
ハ
現
場
一
一
於
テ
民
主
療
養
セ
シ
ム
何

シ
現
場
一
一
於
テ
治
癒
ノ
見
込
ナ
キ
ト
キ
又
ハ
将
来
作
業
一
一
服

ス
ル
ヲ
得
ザ
ル
ト
キ
ハ
一
船
主
解
約
財
還
セ
シ
ム
ル
コ
ト
ヲ
得

第
十
五
線
被
毘
人
漁
場
一
一
於
テ
死
亡
シ
グ
凡
ト
キ
又
ハ
持
務

-
一
基
キ
身
惜
ニ
時
中
心
什
ヲ
生
ジ
ク
ル
場
合
ハ
川
崎
制
水
深
組
合
救

他
規
則
=
従
ヒ
救
助
ヲ
受
ク
ル
モ
ノ
ト
ス

第
十
六
位
陣
漁
期
開
始
前
民
主
ノ
都
合
一
一
ヨ
リ
解
約
シ
ク
ル
ト

キ
ハ
被
膜
人
ハ
前
受
金
ノ
十
分
ノ
一
ヲ
違
約
金
ト
シ
テ
取
引
刊

シ
残
金
ハ
解
約
ノ
通
知
ヲ
受
ケ
タ
ル

H
ヨ
リ
十
円
以
内
ニ
返

沼
山
ス
ル
モ
ノ
ト
ス

第
十
七
僚
被
原
人
ノ
前
受
金
ハ
一
期
間
ノ
給
興
金
ヲ
標
準
ト

シ
テ
定
メ
慣
恒
-
一
伏
リ
致
問
-
一
一
瓦
リ
前
渡
ス
ル
コ
ト
ア
ル
ベ

シ

第
十
八
保

被
保
人
ノ
切
挽
精
算
金
ハ
努
務
宥
保
護
和
人
円
宛

七
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法
金
ス
ル
ヲ
附
則
ト
シ
師
岡
技
費
共
他
-
一
向
ケ
函
館
上
陸
ト

同
時
三
船
主
ト
組
合
一
一
於
テ
橡
メ
協
定
セ
ル
金
額
ヲ
右
内
榔

金
ト
シ
テ
交
取
ル
コ
ト
ヲ
約
諾
ス

第
十
九
僚
本
契
約
ニ
闘
ス
ル
訴
訟
ハ
函
館
直
裁
判
所
ヲ
以
テ

管
轄
裁
判
所
ト
ス

右
係
項
承
諾
ノ
上
保
詩
人
ハ
本
人
ト
共
ニ
連
俳
ノ
責
=
任
ズ
可

ク
連
特
ノ
上
契
約
書
一
札
差
入
候
也

昭

和

年

月

日
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